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は じ め に 

 

日本経済が緩やかな回復基調をたどる中で、本県の雇用情勢は、平成３０年  

平均の有効求人倍率が１．３０倍となるなど、これまでにない高水準を維持   

しています。 

県では、これまで、「強みをとことん、課題をチャンスに」を基本コンセプト

に、積極果敢にチャレンジする基本計画「未来を変える挑戦」に基づき、地域   

経済の活性化や雇用の維持拡大を図るための各種施策を進めてきたところです。 

２０１９年は、昨年末に策定した次期基本計画「『選ばれる青森』への挑戦」

がスタートすることから、人口減少社会にあっても「選ばれる青森県」を目指し、

多様な人材の確保と県内定着への支援、安定的で質の高い雇用の創出に取り組む

こととしています。 

この冊子は、県内の中小企業等における勤務制度、労働時間制度、各種休暇  

制度など基本的な労働条件の実態を把握するために、毎年実施している「中小  

企業等労働条件実態調査」の結果を取りまとめたものです。 

本書が、県内労働者の労働条件の向上と各企業における労務管理の改善を図る

ための一助となれば幸いです。 

最後に、調査に御協力をいただきました県内の各企業の皆様に厚く御礼申し

上げます。 

 

 

平成３１年３月 

青森県商工労働部労政・能力開発課長  

        楠田 暁夫   

 

 

 

 

 

 

 

「中小企業等労働条件実態調査報告書」は関係機関に配布するとともに、青森県庁

ホームページ（労働情報）に掲載しておりますのでご活用ください。 

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roudoujoho-top.html 



 

  



 

目   次 

 

調査の説明  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １ 

 

調査結果概要 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２ 

 

Ⅰ 労働組合 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ - - - - - - - - -‐‐‐‐‐‐  ２ 

    

Ⅱ 勤務制度・労働時間制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３ 

    

Ⅲ 休暇制度 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７ 

    

Ⅳ 育児休業制度 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０ 

    

Ⅴ 子ども看護休暇制度 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４ 

    

Ⅵ 介護休業制度 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６ 

    

Ⅶ 介護休暇制度 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８ 

    

Ⅷ 育児休業者及び介護休業者の代替職員の配置 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０ 

 

Ⅸ 病気休職・病気休業制度 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１ 

    

Ⅹ 特別調査「働き方改革」 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



－ 1－

 

~ 1 ~ 

規模

産業

合計 471 67 146 170 68 20

建設業 74 7 25 36 5 1

製造業 125 11 35 57 19 3

電気・ガス・熱供給・水道業 12 0 6 5 1 0

情報・通信業 9 0 3 2 3 1

運輸業 34 3 11 10 9 1

卸売業・小売業 77 18 29 20 7 3

金融業・保険業 6 0 1 2 1 2

宿泊業・飲食サービス業 8 1 1 4 2 0

医療・福祉 21 1 3 3 10 4

教育・学習支援業 18 2 8 5 2 1

サービス業 58 18 16 15 5 4

その他 29 6 8 11 4 0

300人
以上

全規模 9人以下 10～29人
30人

　～99人
100人

～299人

調 査 の 説 明 

 

１ 調査の目的 

本調査は、県内中小企業等の労働条件のうち、労働時間制、休暇制度、育児・介護休業制度等の

実態を把握し、労働行政の基礎資料とするために実施したものである。 

 

２ 調査の方法 

（１）調査地域：青森県全域 

 

（２）調査対象事業所 

調査対象事業所は、無作為に抽出した中小企業等１，０００事業所とした。 

    このうち、回答があったのは４７１事業所（回収率４７．１％）で、産業別・企業規模別の内

訳は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調査時点：平成３０年１２月３１日現在 

 

（４）調査機関：青森県商工労働部 労政・能力開発課 

 

（５）調査方法：調査票を対象企業に送付し、回収した。（郵送による自計式） 

 

３ 利用上の注意 

集計は、各調査項目について有効な回答を集計したため、調査項目によって回答数に違いが生じ

ている。また、構成比については端数処理の関係で合計値が 100にならない場合がある。 

  なお、集計データ数の少ない分類等もあることから、本書のデータについては、本県中小企業等

の平均値ではなく、傾向を把握するための参考値として利用いただきたい。 

  



－ 2－

 

~ 1 ~ 

規模

産業

合計 471 67 146 170 68 20

建設業 74 7 25 36 5 1

製造業 125 11 35 57 19 3
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以上
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（１）調査地域：青森県全域 
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（３）調査時点：平成３０年１２月３１日現在 

 

（４）調査機関：青森県商工労働部 労政・能力開発課 

 

（５）調査方法：調査票を対象企業に送付し、回収した。（郵送による自計式） 

 

３ 利用上の注意 

集計は、各調査項目について有効な回答を集計したため、調査項目によって回答数に違いが生じ

ている。また、構成比については端数処理の関係で合計値が 100にならない場合がある。 

  なお、集計データ数の少ない分類等もあることから、本書のデータについては、本県中小企業等

の平均値ではなく、傾向を把握するための参考値として利用いただきたい。 

  

 

~ 2 ~ 

（事業所、％）

465 (100) 84 (18.1) 381 (81.9)

65 (100) 6 (9.2) 59 (90.8)

145 (100) 13 (9.0) 132 (91.0)

167 (100) 33 (19.8) 134 (80.2)

68 (100) 22 (32.4) 46 (67.6)

20 (100) 10 (50.0) 10 (50.0)

74 (100) 2 (2.7) 72 (97.3)

123 (100) 23 (18.7) 100 (81.3)

12 (100) 2 (16.7) 10 (83.3)

9 (100) 3 (33.3) 6 (66.7)

33 (100) 16 (48.5) 17 (51.5)

77 (100) 9 (11.7) 68 (88.3)

6 (100) 3 (50.0) 3 (50.0)

8 (100) 0 (0.0) 8 (100.0)

21 (100) 3 (14.3) 18 (85.7)

18 (100) 6 (33.3) 12 (66.7)

57 (100) 12 (21.1) 45 (78.9)

27 (100) 5 (18.5) 22 (81.5)

※未回答　6事業所

建設業

ある ない計区　　分

計

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００人以上

宿泊業・飲食サービス業

医療・福祉

教育・学習支援業

その他

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業

情報・通信業

卸売業・小売業

金融業・保険業

サービス業

調 査 結 果 概 要 

 

Ⅰ 労働組合 

１ 労働組合の組織状況について 

労働組合のある事業所は８４事業所で、回答のあった事業所中１８．１％となっている。規模別

の組織率をみると、「３００人以上」が５０．０％と最も高く、次いで「１００人～２９９人」が   

３２．４％となっている。業種別の組織率をみると、「金融・保険業」が５０．０％と最も高く、    

次いで「運輸業」が４８．５％となっている。 

 

第１表  労働組合の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 3－

 

~ 3 ~ 

（事業所、％）

計 379 (100) 20 (5.3) 10 (2.6) 114 (30.1) 259 (68.3) 25 (6.6) 1 (0.3) 0 (0.0)

９人以下 38 (100) 0 (0.0) 1 (2.6) 10 (26.3) 27 (71.1) 2 (5.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

１０～２９人 119 (100) 9 (7.6) 7 (5.9) 27 (22.7) 82 (68.9) 9 (7.6) 0 (0.0) 0 (0.0)

３０～９９人 143 (100) 6 (4.2) 2 (1.4) 35 (24.5) 109 (76.2) 7 (4.9) 1 (0.7) 0 (0.0)

１００～２９９人 62 (100) 4 (6.5) 0 (0.0) 31 (50.0) 33 (53.2) 5 (8.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

３００人以上 17 (100) 1 (5.9) 0 (0.0) 11 (64.7) 8 (47.1) 2 (11.8) 0 (0.0) 0 (0.0)

建設業 67 (100) 2 (3.0) 2 (3.0) 10 (14.9) 57 (85.1) 4 (6.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

製造業 101 (100) 7 (6.9) 3 (3.0) 16 (15.8) 81 (80.2) 7 (6.9) 0 (0.0) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 0 (0.0) 1 (10.0) 3 (30.0) 7 (70.0) 1 (10.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

情報・通信業 7 (100) 4 (57.1) 1 (14.3) 0 (0.0) 2 (28.6) 1 (14.3) 1 (14.3) 0 (0.0)

運輸業 28 (100) 0 (0.0) 1 (3.6) 11 (39.3) 20 (71.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 67 (100) 3 (4.5) 2 (3.0) 24 (35.8) 45 (67.2) 9 (13.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

金融業・保険業 3 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 7 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (71.4) 2 (28.6) 1 (14.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

医療・福祉 18 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (83.3) 3 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 13 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (7.7) 12 (92.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

サービス業 37 (100) 3 (8.1) 0 (0.0) 18 (48.6) 18 (48.6) 1 (2.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 21 (100) 1 (4.8) 0 (0.0) 8 (38.1) 12 (57.1) 1 (4.8) 0 (0.0) 0 (0.0)

1週間単位 1ヶ月単位
企画業務型

裁量

区　　分 実施事業所数

実施形態別採用状況

フレックスタ
イム

事業場外
みなし

専門業務型
裁量

1年単位

（事業所、％）

計 65 (100) 43 (66.2) 17 (26.2) 7 (10.8) 7 (10.8)

９人以下 4 (100) 3 (75.0) 2 (50.0) 1 (25.0) 0 (0.0)

１０～２９人 24 (100) 19 (79.2) 6 (25.0) 3 (12.5) 0 (0.0)

３０～９９人 20 (100) 10 (50.0) 6 (30.0) 1 (5.0) 5 (25.0)

１００～２９９人 14 (100) 10 (71.4) 2 (14.3) 0 (0.0) 2 (14.3)

３００人以上 3 (100) 1 (33.3) 1 (33.3) 2 (66.7) 0 (0.0)

建設業 4 (100) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

製造業 22 (100) 12 (54.5) 7 (31.8) 2 (9.1) 4 (18.2)

電気・ガス・熱供給・水道業 3 (100) 3 (100.0) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0)

情報・通信業 2 (100) 0 (0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0)

運輸業 4 (100) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 13 (100) 8 (61.5) 5 (38.5) 1 (7.7) 1 (7.7)

金融業・保険業 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

宿泊業・飲食サービス業 1 (100) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

医療・福祉 3 (100) 3 (100.0) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0)

教育・学習支援業 2 (100) 2 (100.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0)

サービス業 6 (100) 4 (66.7) 2 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 5 (100) 2 (40.0) 2 (40.0) 0 (0.0) 2 (40.0)

区　　分
実施事業所

計

制度別設定状況

短時間正社員制度 地域限定正社員制度 在宅勤務制度 その他

Ⅱ 勤務制度・労働時間制 

１ 多様な働き方について 

  多様な働き方を設定している事業所数は６５事業所となっている。 

  制度別にみると、「短時間正社員制度」を設定している事業所が６６．２％、次いで「地域限定社

員制度」が２６．２％となっている。 
 
第２表 設定している勤務制度(複数回答)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変形労働時間制の実施形態 

実施形態別にみると、採用されている割合が最も高いのは「１年単位」で６８．３％、次いで 

「１ヶ月単位」の３０．１％となっている。 

 

第３表  変形労働時間制の実施形態（複数回答） 
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~ 4 ~ 

（事業所、％）

区　　分

計 469 (100) 1 (0.2) 5 (1.1) 330 (70.4) 93 (19.8) 40 (8.5)

９人以下 67 (100) 1 (1.5) 0 (0.0) 44 (65.7) 11 (16.4) 11 (16.4)

１０～２９人 144 (100) 0 (0.0) 5 (3.5) 89 (61.8) 35 (24.3) 15 (10.4)

３０～９９人 170 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 127 (74.7) 31 (18.2) 12 (7.1)

１００～２９９人 68 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 55 (80.9) 11 (16.2) 2 (2.9)

３００人以上 20 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (75.0) 5 (25.0) 0 (0.0)

建設業 74 (100) 0 (0.0) 1 (1.4) 50 (67.6) 16 (21.6) 7 (9.5)

製造業 125 (100) 0 (0.0) 2 (1.6) 84 (67.2) 32 (25.6) 7 (5.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (75.0) 3 (25.0) 0 (0.0)

情報・通信業 9 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (77.8) 2 (22.2) 0 (0.0)

運輸業 34 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 27 (79.4) 4 (11.8) 3 (8.8)

卸売業・小売業 76 (100) 0 (0.0) 1 (1.3) 51 (67.1) 15 (19.7) 9 (11.8)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (66.7) 2 (33.3) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (75.0) 1 (12.5) 1 (12.5)

医療・福祉 21 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 16 (76.2) 5 (23.8) 0 (0.0)

教育・学習支援業 18 (100) 1 (5.6) 0 (0.0) 15 (83.3) 1 (5.6) 1 (5.6)

サービス業 57 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 40 (70.2) 8 (14.0) 9 (15.8)

その他 29 (100) 0 (0.0) 1 (3.4) 21 (72.4) 4 (13.8) 3 (10.3)

※未回答　2事業所

制度を知らなかった未定計 導入する予定 導入を検討中 導入しない

 

３ 高度プロフェッショナル制度 

  高度プロフェッショナル制度（2019 年 4 月 1 日施行）の導入検討状況は、「導入しない」と回答

した事業所が最も多く７０．４％、次いで、「未定」が１９．８％、「制度を知らなかった」が     

８．５％となっている。 

 

 第４表 高度プロフェッショナル制度の導入・検討状況 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 3 ~ 

（事業所、％）

計 379 (100) 20 (5.3) 10 (2.6) 114 (30.1) 259 (68.3) 25 (6.6) 1 (0.3) 0 (0.0)

９人以下 38 (100) 0 (0.0) 1 (2.6) 10 (26.3) 27 (71.1) 2 (5.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

１０～２９人 119 (100) 9 (7.6) 7 (5.9) 27 (22.7) 82 (68.9) 9 (7.6) 0 (0.0) 0 (0.0)

３０～９９人 143 (100) 6 (4.2) 2 (1.4) 35 (24.5) 109 (76.2) 7 (4.9) 1 (0.7) 0 (0.0)

１００～２９９人 62 (100) 4 (6.5) 0 (0.0) 31 (50.0) 33 (53.2) 5 (8.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

３００人以上 17 (100) 1 (5.9) 0 (0.0) 11 (64.7) 8 (47.1) 2 (11.8) 0 (0.0) 0 (0.0)

建設業 67 (100) 2 (3.0) 2 (3.0) 10 (14.9) 57 (85.1) 4 (6.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

製造業 101 (100) 7 (6.9) 3 (3.0) 16 (15.8) 81 (80.2) 7 (6.9) 0 (0.0) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 0 (0.0) 1 (10.0) 3 (30.0) 7 (70.0) 1 (10.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

情報・通信業 7 (100) 4 (57.1) 1 (14.3) 0 (0.0) 2 (28.6) 1 (14.3) 1 (14.3) 0 (0.0)

運輸業 28 (100) 0 (0.0) 1 (3.6) 11 (39.3) 20 (71.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 67 (100) 3 (4.5) 2 (3.0) 24 (35.8) 45 (67.2) 9 (13.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

金融業・保険業 3 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 7 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (71.4) 2 (28.6) 1 (14.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

医療・福祉 18 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (83.3) 3 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 13 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (7.7) 12 (92.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

サービス業 37 (100) 3 (8.1) 0 (0.0) 18 (48.6) 18 (48.6) 1 (2.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 21 (100) 1 (4.8) 0 (0.0) 8 (38.1) 12 (57.1) 1 (4.8) 0 (0.0) 0 (0.0)

1週間単位 1ヶ月単位
企画業務型

裁量

区　　分 実施事業所数

実施形態別採用状況

フレックスタ
イム

事業場外
みなし

専門業務型
裁量

1年単位

（事業所、％）

計 65 (100) 43 (66.2) 17 (26.2) 7 (10.8) 7 (10.8)

９人以下 4 (100) 3 (75.0) 2 (50.0) 1 (25.0) 0 (0.0)

１０～２９人 24 (100) 19 (79.2) 6 (25.0) 3 (12.5) 0 (0.0)

３０～９９人 20 (100) 10 (50.0) 6 (30.0) 1 (5.0) 5 (25.0)

１００～２９９人 14 (100) 10 (71.4) 2 (14.3) 0 (0.0) 2 (14.3)

３００人以上 3 (100) 1 (33.3) 1 (33.3) 2 (66.7) 0 (0.0)

建設業 4 (100) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

製造業 22 (100) 12 (54.5) 7 (31.8) 2 (9.1) 4 (18.2)

電気・ガス・熱供給・水道業 3 (100) 3 (100.0) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0)

情報・通信業 2 (100) 0 (0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0)

運輸業 4 (100) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 13 (100) 8 (61.5) 5 (38.5) 1 (7.7) 1 (7.7)

金融業・保険業 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

宿泊業・飲食サービス業 1 (100) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

医療・福祉 3 (100) 3 (100.0) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0)

教育・学習支援業 2 (100) 2 (100.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0)

サービス業 6 (100) 4 (66.7) 2 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 5 (100) 2 (40.0) 2 (40.0) 0 (0.0) 2 (40.0)

区　　分
実施事業所

計

制度別設定状況

短時間正社員制度 地域限定正社員制度 在宅勤務制度 その他

Ⅱ 勤務制度・労働時間制 

１ 多様な働き方について 

  多様な働き方を設定している事業所数は６５事業所となっている。 

  制度別にみると、「短時間正社員制度」を設定している事業所が６６．２％、次いで「地域限定社

員制度」が２６．２％となっている。 
 
第２表 設定している勤務制度(複数回答)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変形労働時間制の実施形態 

実施形態別にみると、採用されている割合が最も高いのは「１年単位」で６８．３％、次いで 

「１ヶ月単位」の３０．１％となっている。 

 

第３表  変形労働時間制の実施形態（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 5－

 

~ 5 ~ 

空けることと

している時間

7時間15分

8時間00分

9時間30分

11時間00分

12時間00分

※未回答　1事業所

1

1

導入事業所数

【参考：導入している事業所における実際

の終業時刻から始業時刻までの間に空ける

こととしている時間】

1

1

1

（事業所、％）

区　　分

計 461 (100) 6 (1.3) 82 (17.8) 373 (80.9)

９人以下 65 (100) 1 (1.5) 5 (7.7) 59 (90.8)

１０～２９人 143 (100) 0 (0.0) 23 (16.1) 120 (83.9)

３０～９９人 167 (100) 2 (1.2) 29 (17.4) 136 (81.4)

１００～２９９人 67 (100) 2 (3.0) 19 (28.4) 46 (68.7)

３００人以上 19 (100) 1 (5.3) 6 (31.6) 12 (63.2)

建設業 73 (100) 0 (0.0) 17 (23.3) 56 (76.7)

製造業 124 (100) 1 (0.8) 28 (22.6) 95 (76.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 0 (0.0) 2 (16.7) 10 (83.3)

情報・通信業 9 (100) 1 (11.1) 5 (55.6) 3 (33.3)

運輸業 32 (100) 1 (3.1) 2 (6.3) 29 (90.6)

卸売業・小売業 73 (100) 0 (0.0) 10 (13.7) 63 (86.3)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (100.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 0 (0.0) 2 (25.0) 6 (75.0)

医療・福祉 21 (100) 2 (9.5) 3 (14.3) 16 (76.2)

教育・学習支援業 18 (100) 0 (0.0) 1 (5.6) 17 (94.4)

サービス業 57 (100) 1 (1.8) 7 (12.3) 49 (86.0)

その他 28 (100) 0 (0.0) 5 (17.9) 23 (82.1)

※未回答　10事業所

導入予定なし・検討なし計 導入している 導入を予定・検討

（事業所、％）

区　　分

計 343 (100) 18 (5.2) 43 (12.5) 22 (6.4) 171 (49.9) 27 (7.9) 62 (18.1)

９人以下 57 (100) 1 (1.8) 5 (8.8) 2 (3.5) 33 (57.9) 3 (5.3) 13 (22.8)

１０～２９人 112 (100) 3 (2.7) 15 (13.4) 2 (1.8) 54 (48.2) 9 (8.0) 29 (25.9)

３０～９９人 126 (100) 11 (8.7) 14 (11.1) 13 (10.3) 65 (51.6) 8 (6.3) 15 (11.9)

１００～２９９人 38 (100) 3 (7.9) 7 (18.4) 3 (7.9) 16 (42.1) 4 (10.5) 5 (13.2)

３００人以上 10 (100) 0 (0.0) 2 (20.0) 2 (20.0) 3 (30.0) 3 (30.0) 0 (0.0)

建設業 53 (100) 1 (1.9) 8 (15.1) 7 (13.2) 23 (43.4) 3 (5.7) 11 (20.8)

製造業 87 (100) 5 (5.7) 9 (10.3) 6 (6.9) 48 (55.2) 8 (9.2) 11 (12.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (30.0) 3 (30.0) 4 (40.0)

情報・通信業 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0)

運輸業 24 (100) 4 (16.7) 4 (16.7) 1 (4.2) 9 (37.5) 1 (4.2) 5 (20.8)

卸売業・小売業 62 (100) 4 (6.5) 3 (4.8) 3 (4.8) 38 (61.3) 6 (9.7) 8 (12.9)

金融業・保険業 5 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (80.0) 1 (20.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 6 (100) 0 (0.0) 3 (50.0) 1 (16.7) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7)

医療・福祉 15 (100) 1 (6.7) 3 (20.0) 0 (0.0) 6 (40.0) 3 (20.0) 2 (13.3)

教育・学習支援業 14 (100) 0 (0.0) 3 (21.4) 0 (0.0) 9 (64.3) 0 (0.0) 2 (14.3)

サービス業 43 (100) 2 (4.7) 9 (20.9) 2 (4.7) 15 (34.9) 1 (2.3) 14 (32.6)

その他 23 (100) 1 (4.3) 1 (4.3) 2 (8.7) 15 (65.2) 1 (4.3) 3 (13.0)

※勤務間インターバル制度導入予定なし・検討なしの理由について未回答の事業所があるため、第5表の「導入予定なし・検討なし」の数と一致しない

当該制度を知ら

なかった

超過勤務が少なく

必要性を感じない
事業所数

夜間含め常時

取引先等の対応

必要

人員不足で業務

に支障が生じる

労働時間管理が

煩雑になる
その他

４ 勤務間インターバル制度 

  勤務間インターバル制度の導入状況をみると、「導入予定なし、導入検討なし」と回答した事業所

が最も多く８０．９％、次いで「導入を予定・検討している」が１７．８％、「導入している」が    

１．３％となっている。 

  導入している事業所における、「実際の終業時刻から始業時刻までの間に空けることとしている 

時間」は、最短で７時間１５分、最長は１２時間であった。 

  また、「導入予定なし、導入検討なし」の理由としては、「超過勤務が少なく必要性を感じない」

が最も多く４９．９％、次いで「制度を知らなかった」が１８．１％。「人員不足で業務に支障が生

じる」が１２．５％であった。  

 

 第５表 勤務間インターバル制度の導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 第６表 導入予定なしの場合の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 6－

 

~ 6 ~ 

（事業所、％）

区　　分

計 468 (100) 239 (51.1) 229 (48.9)

９人以下 66 (100) 26 (39.4) 40 (60.6)

１０～２９人 146 (100) 55 (37.7) 91 (62.3)

３０～９９人 169 (100) 96 (56.8) 73 (43.2)

１００～２９９人 67 (100) 49 (73.1) 18 (26.9)

３００人以上 20 (100) 13 (65.0) 7 (35.0)

建設業 72 (100) 24 (33.3) 48 (66.7)

製造業 125 (100) 74 (59.2) 51 (40.8)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 5 (41.7) 7 (58.3)

情報・通信業 9 (100) 5 (55.6) 4 (44.4)

運輸業 34 (100) 17 (50.0) 17 (50.0)

卸売業・小売業 76 (100) 38 (50.0) 38 (50.0)

金融業・保険業 6 (100) 4 (66.7) 2 (33.3)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 3 (37.5) 5 (62.5)

医療・福祉 21 (100) 18 (85.7) 3 (14.3)

教育・学習支援業 18 (100) 12 (66.7) 6 (33.3)

サービス業 58 (100) 22 (37.9) 36 (62.1)

その他 29 (100) 17 (58.6) 12 (41.4)

※未回答　3事業所

計 ある ない

（事業所、％）

区　　分

計 466 (100) 54 (11.6) 160 (34.3) 47 (10.1) 98 (21.0) 107 (23.0)

９人以下 66 (100) 5 (7.6) 15 (22.7) 3 (4.5) 18 (27.3) 25 (37.9)

１０～２９人 146 (100) 6 (4.1) 45 (30.8) 9 (6.2) 36 (24.7) 50 (34.2)

３０～９９人 169 (100) 20 (11.8) 61 (36.1) 26 (15.4) 35 (20.7) 27 (16.0)

１００～２９９人 66 (100) 16 (24.2) 32 (48.5) 6 (9.1) 7 (10.6) 5 (7.6)

３００人以上 19 (100) 7 (36.8) 7 (36.8) 3 (15.8) 2 (10.5) 0 (0.0)

建設業 73 (100) 2 (2.7) 21 (28.8) 9 (12.3) 14 (19.2) 27 (37.0)

製造業 123 (100) 18 (14.6) 41 (33.3) 9 (7.3) 31 (25.2) 24 (19.5)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 1 (8.3) 3 (25.0) 2 (16.7) 4 (33.3) 2 (16.7)

情報・通信業 9 (100) 0 (0.0) 4 (44.4) 2 (22.2) 1 (11.1) 2 (22.2)

運輸業 34 (100) 8 (23.5) 8 (23.5) 4 (11.8) 4 (11.8) 10 (29.4)

卸売業・小売業 77 (100) 7 (9.1) 29 (37.7) 6 (7.8) 17 (22.1) 18 (23.4)

金融業・保険業 6 (100) 1 (16.7) 4 (66.7) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 1 (12.5) 3 (37.5) 0 (0.0) 4 (50.0) 0 (0.0)

医療・福祉 21 (100) 3 (14.3) 15 (71.4) 2 (9.5) 0 (0.0) 1 (4.8)

教育・学習支援業 18 (100) 3 (16.7) 9 (50.0) 1 (5.6) 3 (16.7) 2 (11.1)

サービス業 56 (100) 6 (10.7) 12 (21.4) 10 (17.9) 14 (25.0) 14 (25.0)

その他 29 (100) 4 (13.8) 11 (37.9) 2 (6.9) 5 (17.2) 7 (24.1)

※未回答　5事業所

非正規を雇用していない

　※正社員に転換する制度の有無にかかわらず回答

計 定期的に登用 随時登用 登用する予定なし 未定

５ 非正規労働者の正社員化について  

非正規労働者（正規以外の労働者）を正社員にする制度のある事業所は、２３９事業所で    

５１.１％となっている。 

 

第７表 非正規労働者（正規以外の労働者）を正社員にする制度の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８表 正規労働者への今後の登用方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 5 ~ 

空けることと

している時間

7時間15分

8時間00分

9時間30分

11時間00分

12時間00分

※未回答　1事業所

1

1

導入事業所数

【参考：導入している事業所における実際

の終業時刻から始業時刻までの間に空ける

こととしている時間】

1

1

1

（事業所、％）

区　　分

計 461 (100) 6 (1.3) 82 (17.8) 373 (80.9)

９人以下 65 (100) 1 (1.5) 5 (7.7) 59 (90.8)

１０～２９人 143 (100) 0 (0.0) 23 (16.1) 120 (83.9)

３０～９９人 167 (100) 2 (1.2) 29 (17.4) 136 (81.4)

１００～２９９人 67 (100) 2 (3.0) 19 (28.4) 46 (68.7)

３００人以上 19 (100) 1 (5.3) 6 (31.6) 12 (63.2)

建設業 73 (100) 0 (0.0) 17 (23.3) 56 (76.7)

製造業 124 (100) 1 (0.8) 28 (22.6) 95 (76.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 0 (0.0) 2 (16.7) 10 (83.3)

情報・通信業 9 (100) 1 (11.1) 5 (55.6) 3 (33.3)

運輸業 32 (100) 1 (3.1) 2 (6.3) 29 (90.6)

卸売業・小売業 73 (100) 0 (0.0) 10 (13.7) 63 (86.3)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (100.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 0 (0.0) 2 (25.0) 6 (75.0)

医療・福祉 21 (100) 2 (9.5) 3 (14.3) 16 (76.2)

教育・学習支援業 18 (100) 0 (0.0) 1 (5.6) 17 (94.4)

サービス業 57 (100) 1 (1.8) 7 (12.3) 49 (86.0)

その他 28 (100) 0 (0.0) 5 (17.9) 23 (82.1)

※未回答　10事業所

導入予定なし・検討なし計 導入している 導入を予定・検討

（事業所、％）

区　　分

計 343 (100) 18 (5.2) 43 (12.5) 22 (6.4) 171 (49.9) 27 (7.9) 62 (18.1)

９人以下 57 (100) 1 (1.8) 5 (8.8) 2 (3.5) 33 (57.9) 3 (5.3) 13 (22.8)

１０～２９人 112 (100) 3 (2.7) 15 (13.4) 2 (1.8) 54 (48.2) 9 (8.0) 29 (25.9)

３０～９９人 126 (100) 11 (8.7) 14 (11.1) 13 (10.3) 65 (51.6) 8 (6.3) 15 (11.9)

１００～２９９人 38 (100) 3 (7.9) 7 (18.4) 3 (7.9) 16 (42.1) 4 (10.5) 5 (13.2)

３００人以上 10 (100) 0 (0.0) 2 (20.0) 2 (20.0) 3 (30.0) 3 (30.0) 0 (0.0)

建設業 53 (100) 1 (1.9) 8 (15.1) 7 (13.2) 23 (43.4) 3 (5.7) 11 (20.8)

製造業 87 (100) 5 (5.7) 9 (10.3) 6 (6.9) 48 (55.2) 8 (9.2) 11 (12.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (30.0) 3 (30.0) 4 (40.0)

情報・通信業 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0)

運輸業 24 (100) 4 (16.7) 4 (16.7) 1 (4.2) 9 (37.5) 1 (4.2) 5 (20.8)

卸売業・小売業 62 (100) 4 (6.5) 3 (4.8) 3 (4.8) 38 (61.3) 6 (9.7) 8 (12.9)

金融業・保険業 5 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (80.0) 1 (20.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 6 (100) 0 (0.0) 3 (50.0) 1 (16.7) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7)

医療・福祉 15 (100) 1 (6.7) 3 (20.0) 0 (0.0) 6 (40.0) 3 (20.0) 2 (13.3)

教育・学習支援業 14 (100) 0 (0.0) 3 (21.4) 0 (0.0) 9 (64.3) 0 (0.0) 2 (14.3)

サービス業 43 (100) 2 (4.7) 9 (20.9) 2 (4.7) 15 (34.9) 1 (2.3) 14 (32.6)

その他 23 (100) 1 (4.3) 1 (4.3) 2 (8.7) 15 (65.2) 1 (4.3) 3 (13.0)

※勤務間インターバル制度導入予定なし・検討なしの理由について未回答の事業所があるため、第5表の「導入予定なし・検討なし」の数と一致しない

当該制度を知ら

なかった

超過勤務が少なく

必要性を感じない
事業所数

夜間含め常時

取引先等の対応

必要

人員不足で業務

に支障が生じる

労働時間管理が

煩雑になる
その他

４ 勤務間インターバル制度 

  勤務間インターバル制度の導入状況をみると、「導入予定なし、導入検討なし」と回答した事業所

が最も多く８０．９％、次いで「導入を予定・検討している」が１７．８％、「導入している」が    

１．３％となっている。 

  導入している事業所における、「実際の終業時刻から始業時刻までの間に空けることとしている 

時間」は、最短で７時間１５分、最長は１２時間であった。 

  また、「導入予定なし、導入検討なし」の理由としては、「超過勤務が少なく必要性を感じない」

が最も多く４９．９％、次いで「制度を知らなかった」が１８．１％。「人員不足で業務に支障が生

じる」が１２．５％であった。  

 

 第５表 勤務間インターバル制度の導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 第６表 導入予定なしの場合の理由 
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~ 7 ~ 

(事業所、％)

465 (100) 29 (6.2) 11 (2.4) 105 (22.6) 197 (42.4) 123 (26.5)

65 (100) 7 (10.8) 3 (4.6) 19 (29.2) 25 (38.5) 11 (16.9)

143 (100) 11 (7.7) 3 (2.1) 29 (20.3) 58 (40.6) 42 (29.4)

169 (100) 8 (4.7) 5 (3.0) 33 (19.5) 76 (45.0) 47 (27.8)

68 (100) 3 (4.4) 0 (0.0) 16 (23.5) 29 (42.6) 20 (29.4)

20 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (40.0) 9 (45.0) 3 (15.0)

建設業 73 (100) 4 (5.5) 1 (1.4) 8 (11.0) 40 (54.8) 20 (27.4)

製造業 124 (100) 3 (2.4) 1 (0.8) 28 (22.6) 60 (48.4) 32 (25.8)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (25.0) 7 (58.3) 2 (16.7)

情報・通信業 9 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (77.8) 2 (22.2) 0 (0.0)

運輸業 32 (100) 5 (15.6) 1 (3.1) 3 (9.4) 17 (53.1) 6 (18.8)

卸売業・小売業 75 (100) 6 (8.0) 2 (2.7) 13 (17.3) 30 (40.0) 24 (32.0)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (83.3) 1 (16.7) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 1 (12.5) 1 (12.5) 0 (0.0) 2 (25.0) 4 (50.0)

医療・福祉 21 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (38.1) 6 (28.6) 7 (33.3)

教育・学習支援業 18 (100) 2 (11.1) 1 (5.6) 8 (44.4) 2 (11.1) 5 (27.8)

サービス業 58 (100) 8 (13.8) 4 (6.9) 14 (24.1) 21 (36.2) 11 (19.0)

その他 29 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (27.6) 9 (31.0) 12 (41.4)

※未回答　6事業所

その他の

週休２日制
その他実施事業所数 週休１日半制週休１日制

３０～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

完全週休２日制

計

９人以下

区　　分

１０～２９人

465 (100) 12 (2.6) 18 (3.9) 63 (13.5) 83 (17.8) 137 (29.5) 78 (16.8) 69 (14.8) 5 (1.1)

９人以下 66 (100) 8 (12.1) 4 (6.1) 11 (16.7) 9 (13.6) 9 (13.6) 13 (19.7) 10 (15.2) 2 (3.0)

１０～２９人 144 (100) 1 (0.7) 4 (2.8) 22 (15.3) 37 (25.7) 40 (27.8) 18 (12.5) 19 (13.2) 3 (2.1)

３０～９９人 169 (100) 2 (1.2) 8 (4.7) 23 (13.6) 26 (15.4) 51 (30.2) 34 (20.1) 25 (14.8) 0 (0.0)

１００～２９９人 66 (100) 1 (1.5) 2 (3.0) 7 (10.6) 8 (12.1) 28 (42.4) 11 (16.7) 9 (13.6) 0 (0.0)

３００人以上 20 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (15.0) 9 (45.0) 2 (10.0) 6 (30.0) 0 (0.0)

74 (100) 0 (0.0) 1 (1.4) 22 (29.7) 18 (24.3) 19 (25.7) 10 (13.5) 3 (4.1) 1 (1.4)

124 (100) 2 (1.6) 0 (0.0) 9 (7.3) 16 (12.9) 44 (35.5) 31 (25.0) 20 (16.1) 2 (1.6)

11 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (27.3) 3 (27.3) 2 (18.2) 2 (18.2) 1 (9.1) 0 (0.0)

9 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (22.2) 2 (22.2) 5 (55.6) 0 (0.0)

運輸業 32 (100) 1 (3.1) 5 (15.6) 6 (18.8) 4 (12.5) 10 (31.3) 3 (9.4) 3 (9.4) 0 (0.0)

76 (100) 3 (3.9) 2 (2.6) 9 (11.8) 18 (23.7) 24 (31.6) 10 (13.2) 10 (13.2) 0 (0.0)

6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (33.3) 4 (66.7) 0 (0.0)

8 (100) 0 (0.0) 2 (25.0) 1 (12.5) 2 (25.0) 3 (37.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

21 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (14.3) 11 (52.4) 2 (9.5) 5 (23.8) 0 (0.0)

18 (100) 0 (0.0) 1 (5.6) 1 (5.6) 2 (11.1) 5 (27.8) 1 (5.6) 7 (38.9) 1 (5.6)

57 (100) 6 (10.5) 5 (8.8) 8 (14.0) 10 (17.5) 11 (19.3) 11 (19.3) 6 (10.5) 0 (0.0)

29 (100) 0 (0.0) 2 (6.9) 4 (13.8) 7 (24.1) 6 (20.7) 4 (13.8) 5 (17.2) 1 (3.4)

※未回答　6事業所

注 ：（計算例） 年間５２週 × 週休○日 ＝ ○○○日 ＋ 年末年始 ＋ GW ＋ その他 ＝ ○○○日

その他

教育・学習支援業

宿泊業・飲食サービス業

電気・ガス・熱供給・水道業

卸売業・小売業

情報・通信業

金融業・保険業

サービス業

建設業

医療・福祉

(事業所、％)

80日～
89日

90日～
99日

100日～
109日

製造業

110日～
119日

130日
以上

120日～
129日

計
70日～
79日

区　　分

計

69日以下

Ⅲ 休暇制度 

１ 週休制の形態 

週休制の形態をみると、「その他の週休２日制」が１９７事業所で４２.４％と最も多く、次いで

「その他」が１２３業所で２６．５％、「完全週休２日制」が１０５事業所で２２．６％となって   

いる。 
 
第９表 週休制の形態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 年間休日日数 

年間休日日数の状況をみると、「１００日～１０９日」が１３７事業所で２９．５％と最も多く、

次いで「９０日～９９日」が８３事業所で１７．８％、「１１０日～１１９日」が７８事業所で    

１６.８％となっている。 
 
第１０表 年間休日日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 8－

 

~ 8 ~ 

（日、％）

平均付与日数 平均取得日数 平均取得率(%)

Ａ Ｂ B／A×100

434 17.0 7.4 43.5

49 15.6 6.2 39.7

135 16.9 7.2 42.6

167 17.1 7.8 45.6

64 17.8 7.7 43.3

19 16.9 7.7 45.6

69 16.7 6.6 39.5

114 16.9 9.4 55.6
11 17.5 7.9 45.1
9 19.3 10.8 56.0
32 17.5 6.7 38.3
70 16.4 6.4 39.0
6 17.4 7.8 44.8
8 16.2 4.4 27.2
21 15.5 7.3 47.1
17 17.3 7.2 41.6
54 17.9 6.4 35.8

23 16.5 6.7 40.6
※未回答　37事業所

１０～２９人

計

９人以下

金融業・保険業

運輸業

卸売業・小売業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

その他

サービス業

教育・学習支援業

医療・福祉

宿泊業・飲食サービス業

区　　分 事業所

建設業

製造業

３００人以上

１００～２９９人

３０～９９人

平均付与日数 平均取得日数 平均取得率(%)

Ａ Ｂ B／A×100

H26 17.6 8.6 48.9

H27 16.5 7.3 44.2

H28 16.7 7.1 42.5

H29 16.9 7.4 43.8

H30 17.0 7.4 43.5

年

【参考：平均取得率の推移（回答事業所計）】

（事業所、％、人）

平成30年1年間

における制度

利用者数計

467 (100) 171 (36.6) 4,914 296 (63.4)

64 (100) 22 (34.4) 82 42 (65.6)

146 (100) 53 (36.3) 412 93 (63.7)

169 (100) 56 (33.1) 1,115 113 (66.9)

68 (100) 32 (47.1) 2,087 36 (52.9)

20 (100) 8 (40.0) 1,218 12 (60.0)

73 (100) 27 (37.0) 404 46 (63.0)

123 (100) 35 (28.5) 1,240 88 (71.5)

12 (100) 3 (25.0) 48 9 (75.0)

9 (100) 2 (22.2) 73 7 (77.8)

34 (100) 8 (23.5) 76 26 (76.5)

77 (100) 27 (35.1) 482 50 (64.9)

6 (100) 1 (16.7) 22 5 (83.3)

8 (100) 2 (25.0) 17 6 (75.0)

21 (100) 14 (66.7) 879 7 (33.3)

18 (100) 14 (77.8) 751 4 (22.2)

57 (100) 22 (38.6) 664 35 (61.4)

29 (100) 16 (55.2) 258 13 (44.8)

※未回答　4事業所

製造業

計

９人以下

区　　分 ある計

建設業

ない

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００人以上

医療・福祉

教育・学習支援業

サービス業

その他

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

運輸業

卸売業・小売業

金融業・保険業

宿泊業・飲食サービス業

３ 年次有給休暇 

年次有給休暇の付与及び取得状況をみると、繰越日数を除く１労働者当たりの平均付与日数は 

１７.０日となっている。これに対する平均取得日数は７.４日となっており、平均取得率は    

４３．５％となっている。 

  年次有給休暇の時間単位での取得制度のある事業所は１７１事業所で３６．６％、制度のない  

事業所は２９６事業所で６３．４％となっている。時間単位での取得制度がある事業所における  

平成３０年中に当該制度を利用した人数は、４，９１４人となっている。 

       

第１１表 年次有給休暇 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１２表 年次有給休暇の時間単位取得制度の有無と利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 7 ~ 

(事業所、％)

465 (100) 29 (6.2) 11 (2.4) 105 (22.6) 197 (42.4) 123 (26.5)

65 (100) 7 (10.8) 3 (4.6) 19 (29.2) 25 (38.5) 11 (16.9)

143 (100) 11 (7.7) 3 (2.1) 29 (20.3) 58 (40.6) 42 (29.4)

169 (100) 8 (4.7) 5 (3.0) 33 (19.5) 76 (45.0) 47 (27.8)

68 (100) 3 (4.4) 0 (0.0) 16 (23.5) 29 (42.6) 20 (29.4)

20 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (40.0) 9 (45.0) 3 (15.0)

建設業 73 (100) 4 (5.5) 1 (1.4) 8 (11.0) 40 (54.8) 20 (27.4)

製造業 124 (100) 3 (2.4) 1 (0.8) 28 (22.6) 60 (48.4) 32 (25.8)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (25.0) 7 (58.3) 2 (16.7)

情報・通信業 9 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (77.8) 2 (22.2) 0 (0.0)

運輸業 32 (100) 5 (15.6) 1 (3.1) 3 (9.4) 17 (53.1) 6 (18.8)

卸売業・小売業 75 (100) 6 (8.0) 2 (2.7) 13 (17.3) 30 (40.0) 24 (32.0)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (83.3) 1 (16.7) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 1 (12.5) 1 (12.5) 0 (0.0) 2 (25.0) 4 (50.0)

医療・福祉 21 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (38.1) 6 (28.6) 7 (33.3)

教育・学習支援業 18 (100) 2 (11.1) 1 (5.6) 8 (44.4) 2 (11.1) 5 (27.8)

サービス業 58 (100) 8 (13.8) 4 (6.9) 14 (24.1) 21 (36.2) 11 (19.0)

その他 29 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (27.6) 9 (31.0) 12 (41.4)

※未回答　6事業所

その他の

週休２日制
その他実施事業所数 週休１日半制週休１日制

３０～９９人

１００人～２９９人

３００人以上

完全週休２日制

計

９人以下

区　　分

１０～２９人

465 (100) 12 (2.6) 18 (3.9) 63 (13.5) 83 (17.8) 137 (29.5) 78 (16.8) 69 (14.8) 5 (1.1)

９人以下 66 (100) 8 (12.1) 4 (6.1) 11 (16.7) 9 (13.6) 9 (13.6) 13 (19.7) 10 (15.2) 2 (3.0)

１０～２９人 144 (100) 1 (0.7) 4 (2.8) 22 (15.3) 37 (25.7) 40 (27.8) 18 (12.5) 19 (13.2) 3 (2.1)

３０～９９人 169 (100) 2 (1.2) 8 (4.7) 23 (13.6) 26 (15.4) 51 (30.2) 34 (20.1) 25 (14.8) 0 (0.0)

１００～２９９人 66 (100) 1 (1.5) 2 (3.0) 7 (10.6) 8 (12.1) 28 (42.4) 11 (16.7) 9 (13.6) 0 (0.0)

３００人以上 20 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (15.0) 9 (45.0) 2 (10.0) 6 (30.0) 0 (0.0)

74 (100) 0 (0.0) 1 (1.4) 22 (29.7) 18 (24.3) 19 (25.7) 10 (13.5) 3 (4.1) 1 (1.4)

124 (100) 2 (1.6) 0 (0.0) 9 (7.3) 16 (12.9) 44 (35.5) 31 (25.0) 20 (16.1) 2 (1.6)

11 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (27.3) 3 (27.3) 2 (18.2) 2 (18.2) 1 (9.1) 0 (0.0)

9 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (22.2) 2 (22.2) 5 (55.6) 0 (0.0)

運輸業 32 (100) 1 (3.1) 5 (15.6) 6 (18.8) 4 (12.5) 10 (31.3) 3 (9.4) 3 (9.4) 0 (0.0)

76 (100) 3 (3.9) 2 (2.6) 9 (11.8) 18 (23.7) 24 (31.6) 10 (13.2) 10 (13.2) 0 (0.0)

6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (33.3) 4 (66.7) 0 (0.0)

8 (100) 0 (0.0) 2 (25.0) 1 (12.5) 2 (25.0) 3 (37.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

21 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (14.3) 11 (52.4) 2 (9.5) 5 (23.8) 0 (0.0)

18 (100) 0 (0.0) 1 (5.6) 1 (5.6) 2 (11.1) 5 (27.8) 1 (5.6) 7 (38.9) 1 (5.6)

57 (100) 6 (10.5) 5 (8.8) 8 (14.0) 10 (17.5) 11 (19.3) 11 (19.3) 6 (10.5) 0 (0.0)

29 (100) 0 (0.0) 2 (6.9) 4 (13.8) 7 (24.1) 6 (20.7) 4 (13.8) 5 (17.2) 1 (3.4)

※未回答　6事業所

注 ：（計算例） 年間５２週 × 週休○日 ＝ ○○○日 ＋ 年末年始 ＋ GW ＋ その他 ＝ ○○○日

その他

教育・学習支援業

宿泊業・飲食サービス業

電気・ガス・熱供給・水道業

卸売業・小売業

情報・通信業

金融業・保険業

サービス業

建設業

医療・福祉

(事業所、％)

80日～
89日

90日～
99日

100日～
109日

製造業

110日～
119日

130日
以上

120日～
129日

計
70日～
79日

区　　分

計

69日以下

Ⅲ 休暇制度 

１ 週休制の形態 

週休制の形態をみると、「その他の週休２日制」が１９７事業所で４２.４％と最も多く、次いで

「その他」が１２３業所で２６．５％、「完全週休２日制」が１０５事業所で２２．６％となって   

いる。 
 
第９表 週休制の形態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 年間休日日数 

年間休日日数の状況をみると、「１００日～１０９日」が１３７事業所で２９．５％と最も多く、

次いで「９０日～９９日」が８３事業所で１７．８％、「１１０日～１１９日」が７８事業所で    

１６.８％となっている。 
 
第１０表 年間休日日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 9－~ 9 ~ 

(事業所、％)

計 286 (100) 131 (45.8) 112 (39.2) 42 (14.7) 22 (7.7) 168 (58.7)

９人以下 33 (100) 12 (36.4) 17 (51.5) 5 (15.2) 3 (9.1) 20 (60.6)

１０～２９人 89 (100) 45 (50.6) 39 (43.8) 11 (12.4) 7 (7.9) 45 (50.6)

３０～９９人 107 (100) 45 (42.1) 34 (31.8) 15 (14.0) 8 (7.5) 69 (64.5)

１００～２９９人 44 (100) 26 (59.1) 17 (38.6) 7 (15.9) 2 (4.5) 28 (63.6)

３００人以上 13 (100) 3 (23.1) 5 (38.5) 4 (30.8) 2 (15.4) 6 (46.2)

建設業 47 (100) 37 (78.7) 15 (31.9) 3 (6.4) 6 (12.8) 29 (61.7)

製造業 76 (100) 32 (42.1) 27 (35.5) 14 (18.4) 3 (3.9) 40 (52.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 8 (100) 3 (37.5) 3 (37.5) 2 (25.0) 1 (12.5) 7 (87.5)

情報・通信業 7 (100) 3 (42.9) 2 (28.6) 3 (42.9) 1 (14.3) 5 (71.4)

運輸業 17 (100) 11 (64.7) 9 (52.9) 2 (11.8) 0 (0.0) 9 (52.9)

卸売業・小売業 48 (100) 19 (39.6) 18 (37.5) 8 (16.7) 5 (10.4) 31 (64.6)

金融業・保険業 5 (100) 2 (40.0) 2 (40.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (60.0)

宿泊業・飲食サービス業 4 (100) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 2 (50.0)

医療・福祉 14 (100) 6 (42.9) 6 (42.9) 3 (21.4) 2 (14.3) 6 (42.9)

教育・学習支援業 13 (100) 4 (30.8) 9 (69.2) 2 (15.4) 2 (15.4) 8 (61.5)

サービス業 30 (100) 12 (40.0) 15 (50.0) 2 (6.7) 1 (3.3) 14 (46.7)

その他 17 (100) 2 (11.8) 5 (29.4) 2 (11.8) 1 (5.9) 14 (82.4)

注：災害、結婚、産前・産後、育児、介護、生理、忌引にかかる休暇は除いています。

区　　分 実施事業所数
制度別実施状況

夏季休暇 病気休暇 リフレッシュ休暇 その他の特別休暇ボランティア休暇

４ 年次有給休暇以外の有給休暇制度 

  年次有給休暇以外の有給休暇制度を実施している事業所は２８６事業所となっている。 

 年次有給休暇以外の有給休暇制度がある事業所における制度別の実施状況をみると、「夏季休暇」

が４５．８％、「病気休暇」が３９．２％、「リフレッシュ休暇」が１４．７％、「ボランティア休暇」

が７．７％の事業所で実施され、その他の特別休暇が５８．７％の事業所で実施されている。 

第１３表 年次有給休暇以外の有給休暇制度（複数回答） 
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（事業所、％）

469 (100) 419 (89.3) 50 (10.7)

67 (100) 36 (53.7) 31 (46.3)

145 (100) 130 (89.7) 15 (10.3)

170 (100) 166 (97.6) 4 (2.4)

68 (100) 68 (100.0) 0 (0.0)

19 (100) 19 (100.0) 0 (0.0)

74 (100) 68 (91.9) 6 (8.1)

124 (100) 117 (94.4) 7 (5.6)

12 (100) 12 (100.0) 0 (0.0)

9 (100) 9 (100.0) 0 (0.0)

34 (100) 30 (88.2) 4 (11.8)

77 (100) 65 (84.4) 12 (15.6)

5 (100) 5 (100.0) 0 (0.0)

8 (100) 7 (87.5) 1 (12.5)

21 (100) 21 (100.0) 0 (0.0)

18 (100) 18 (100.0) 0 (0.0)

58 (100) 45 (77.6) 13 (22.4)

29 (100) 22 (75.9) 7 (24.1)

サービス業

その他

※未回答　2事業所

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

運輸業

卸売業・小売業

金融業・保険業

宿泊業・飲食サービス業

医療・福祉

教育・学習支援業

３００人以上

区　　分 計 規定がある 規定がない

計

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

Ⅳ 育児休業制度 

１ 育児休業制度の規定の有無 

就業規則等に育児休業制度の規定がある事業所は、４１９事業所で８９．３％となっている。 

 

第１４表 育児休業制度の規定の有無 
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(事業所、％)

計 286 (100) 131 (45.8) 112 (39.2) 42 (14.7) 22 (7.7) 168 (58.7)

９人以下 33 (100) 12 (36.4) 17 (51.5) 5 (15.2) 3 (9.1) 20 (60.6)

１０～２９人 89 (100) 45 (50.6) 39 (43.8) 11 (12.4) 7 (7.9) 45 (50.6)

３０～９９人 107 (100) 45 (42.1) 34 (31.8) 15 (14.0) 8 (7.5) 69 (64.5)

１００～２９９人 44 (100) 26 (59.1) 17 (38.6) 7 (15.9) 2 (4.5) 28 (63.6)

３００人以上 13 (100) 3 (23.1) 5 (38.5) 4 (30.8) 2 (15.4) 6 (46.2)

建設業 47 (100) 37 (78.7) 15 (31.9) 3 (6.4) 6 (12.8) 29 (61.7)

製造業 76 (100) 32 (42.1) 27 (35.5) 14 (18.4) 3 (3.9) 40 (52.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 8 (100) 3 (37.5) 3 (37.5) 2 (25.0) 1 (12.5) 7 (87.5)

情報・通信業 7 (100) 3 (42.9) 2 (28.6) 3 (42.9) 1 (14.3) 5 (71.4)

運輸業 17 (100) 11 (64.7) 9 (52.9) 2 (11.8) 0 (0.0) 9 (52.9)

卸売業・小売業 48 (100) 19 (39.6) 18 (37.5) 8 (16.7) 5 (10.4) 31 (64.6)

金融業・保険業 5 (100) 2 (40.0) 2 (40.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (60.0)

宿泊業・飲食サービス業 4 (100) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 2 (50.0)

医療・福祉 14 (100) 6 (42.9) 6 (42.9) 3 (21.4) 2 (14.3) 6 (42.9)

教育・学習支援業 13 (100) 4 (30.8) 9 (69.2) 2 (15.4) 2 (15.4) 8 (61.5)

サービス業 30 (100) 12 (40.0) 15 (50.0) 2 (6.7) 1 (3.3) 14 (46.7)

その他 17 (100) 2 (11.8) 5 (29.4) 2 (11.8) 1 (5.9) 14 (82.4)

注：災害、結婚、産前・産後、育児、介護、生理、忌引にかかる休暇は除いています。

区　　分 実施事業所数
制度別実施状況

夏季休暇 病気休暇 リフレッシュ休暇 その他の特別休暇ボランティア休暇

４ 年次有給休暇以外の有給休暇制度 

  年次有給休暇以外の有給休暇制度を実施している事業所は２８６事業所となっている。 

 年次有給休暇以外の有給休暇制度がある事業所における制度別の実施状況をみると、「夏季休暇」

が４５．８％、「病気休暇」が３９．２％、「リフレッシュ休暇」が１４．７％、「ボランティア休暇」

が７．７％の事業所で実施され、その他の特別休暇が５８．７％の事業所で実施されている。 

第１３表 年次有給休暇以外の有給休暇制度（複数回答） 
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【参考：育児休業取得率の推移】 (人、％）

計 女性 男性

(従業員) (配偶者) 計 (取得率) 女性 (取得率) 男性 (取得率)

H26 696 270 426 244 (35.1) 241 (89.3) 3 (0.7)
H27 574 208 366 189 (32.9) 185 (88.9) 4 (1.1)
H28 696 304 392 287 (41.2) 280 (92.1) 7 (1.8)
H29 703 289 414 281 (40.0) 265 (91.7) 16 (3.9)
H30 655 326 329 316 (48.2) 309 (94.8) 7 (2.1)

育児休業利用者数（育児休業取得率）
年

出産者数

（事業所、人、％）

女性 男性 女性 男性

９人以下 11 (4.0) 15 (2.3) 10 (3.1) 5 (1.5) 9 (60.0) 9 (90.0) 0 (0.0) 3 (60.0) 4 (100) 4 (100.0)

１０～２９人 46 (16.9) 55 (8.4) 25 (7.7) 30 (9.1) 27 (49.1) 25 (100.0) 2 (6.7) 13 (43.3) 18 (100) 18 (100.0)

３０～９９人 98 (36.0) 143 (21.8) 57 (17.5) 86 (26.1) 56 (39.2) 55 (96.5) 1 (1.2) 40 (46.5) 34 (100) 31 (91.2)

１００～２９９人 83 (30.5) 230 (35.1) 109 (33.4) 121 (36.8) 103 (44.8) 101 (92.7) 2 (1.7) 63 (52.1) 70 (100) 65 (92.9)

３００人以上 34 (12.5) 212 (32.4) 125 (38.3) 87 (26.4) 121 (57.1) 119 (95.2) 2 (2.3) 13 (14.9) 97 (100) 93 (95.9)

建設業 28 (10.3) 46 (7.0) 5 (1.5) 41 (12.5) 5 (10.9) 5 (100.0) 0 (0.0) 18 (43.9) 3 (100) 3 (100.0)

製造業 78 (28.7) 172 (26.3) 74 (22.7) 98 (29.8) 77 (44.8) 73 (98.6) 4 (4.1) 50 (51.0) 48 (100) 43 (89.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 7 (2.6) 9 (1.4) 3 (0.9) 6 (1.8) 3 (33.3) 3 (100.0) 0 (0.0) 4 (66.7) 0 ( - ) 0 ( - )

情報・通信業 12 (4.4) 35 (5.3) 15 (4.6) 20 (6.1) 14 (40.0) 14 (93.3) 0 (0.0) 11 (55.0) 3 (100) 3 (100.0)

運輸業 16 (5.9) 27 (4.1) 4 (1.2) 23 (7.0) 5 (18.5) 3 (75.0) 2 (8.7) 3 (13.0) 2 (100) 1 (50.0)

卸売業・小売業 31 (11.4) 60 (9.2) 24 (7.4) 36 (10.9) 24 (40.0) 24 (100.0) 0 (0.0) 20 (55.6) 17 (100) 17 (100.0)

金融業・保険業 9 (3.3) 61 (9.3) 31 (9.5) 30 (9.1) 27 (44.3) 27 (87.1) 0 (0.0) 11 (36.7) 15 (100) 14 (93.3)

宿泊業・飲食サービス業 5 (1.8) 7 (1.1) 4 (1.2) 3 (0.9) 4 (57.1) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (100) 4 (100.0)

医療・福祉 28 (10.3) 133 (20.3) 106 (32.5) 27 (8.2) 102 (76.7) 101 (95.3) 1 (3.7) 6 (22.2) 88 (100) 86 (97.7)

教育・学習支援業 15 (5.5) 24 (3.7) 16 (4.9) 8 (2.4) 15 (62.5) 15 (93.8) 0 (0.0) 4 (50.0) 14 (100) 13 (92.9)

サービス業 28 (10.3) 54 (8.2) 26 (8.0) 28 (8.5) 23 (42.6) 23 (88.5) 0 (0.0) 2 (7.1) 22 (100) 21 (95.5)

その他 15 (5.5) 27 (4.1) 18 (5.5) 9 (2.7) 17 (63.0) 17 (94.4) 0 (0.0) 3 (33.3) 7 (100) 6 (85.7)

※年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇等（休日は含まない。）

区　　分
出産者がいた

事業所数

計

出産者のうち育児休業利用者数

（取得率）

(育児休業取得率）
出産者数

655 (100) 326 (49.8) 329272

(出産者数＝

　１００％）
（取得率）

7(100) (2.1)(50.2) 316 (48.2) 309 (94.8)

【配偶者】【従業員】

配偶者が出産した

男性のうち、出産

後２か月以内に半

日又は１日以上の

休み(※）を取得

した人数

復職状況

211 (94.6)132 (40.1)

うち実際に復

帰した人数

（復職割合）

223 (100)

H30中に育児

休業から復職

予定だった人

数

２ 育児休業制度の利用状況 

平成３０年１月１日から１２月３１日までの間に出産した（配偶者が出産した）人の育児休業制

度の利用状況（利用予定も含む。）をみると、出産者６５５人に対し、育児休業利用者は３１６人、

育児休業取得率は４８．２％となっている。男女別では、女性の育児休業取得率は９４．８％、男

性の育児取得率は２．１％となっている。 

  平成３０年１月１日から１２月３１日までの間に育児休業から職場復帰する予定だった人数は 

２２３人で、そのうち実際に復職した人数は２１１人（９４．６％）となっている。 

 

第１５表 育児休業制度の利用状況 
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(人、％)

区　　分

計 298 (100) 15 (5.0) 35 (11.7) 44 (14.8) 152 (51.0) 43 (14.4) 9 (3.0)

９人以下 8 (100) 1 (12.5) 0 (0.0) 3 (37.5) 3 (37.5) 0 (0.0) 1 (12.5)

１０～２９人 32 (100) 4 (12.5) 3 (9.4) 5 (15.6) 15 (46.9) 5 (15.6) 0 (0.0)

３０～９９人 56 (100) 6 (10.7) 10 (17.9) 6 (10.7) 27 (48.2) 7 (12.5) 0 (0.0)

１００～２９９人 98 (100) 4 (4.1) 15 (15.3) 28 (28.6) 44 (44.9) 7 (7.1) 0 (0.0)

３００人以上 104 (100) 0 (0.0) 7 (6.7) 2 (1.9) 63 (60.6) 24 (23.1) 8 (7.7)

建設業 4 (100) 0 (0.0) 2 (50.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

製造業 75 (100) 4 (5.3) 9 (12.0) 11 (14.7) 47 (62.7) 4 (5.3) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 4 (100) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 2 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

情報・通信業 11 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (45.5) 6 (54.5) 0 (0.0)

運輸業 6 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 4 (66.7) 1 (16.7) 0 (0.0)

卸売業・小売業 27 (100) 2 (7.4) 3 (11.1) 3 (11.1) 15 (55.6) 4 (14.8) 0 (0.0)

金融業・保険業 27 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (25.9) 20 (74.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 4 (100) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (75.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

医療・福祉 73 (100) 3 (4.1) 12 (16.4) 11 (15.1) 25 (34.2) 22 (30.1) 0 (0.0)

教育・学習支援業 15 (100) 2 (13.3) 1 (6.7) 4 (26.7) 5 (33.3) 2 (13.3) 1 (6.7)

サービス業 35 (100) 1 (2.9) 4 (11.4) 5 (14.3) 15 (42.9) 2 (5.7) 8 (22.9)

その他 17 (100) 1 (5.9) 3 (17.6) 1 (5.9) 10 (58.8) 2 (11.8) 0 (0.0)

※育児休業利用期間について未回答の事業所があるため、第15表の育児休業利用者数と一致しない

利用者数 24ヶ月以上12～24ヶ月10～12ヶ月6～10ヶ月3～6ヶ月3ヶ月未満

３  育児休業制度の利用期間 

育児休業を取得した女性について利用期間をみると、「１０ヶ月～１２ヶ月未満」が最も多く 

５１．０％、次いで「６ヶ月～１０ヶ月未満」が１４．８％、「１２ヶ月～２４ヶ月」が１４．４％

となっている。 

 

第１６表  育児休業制度の利用期間（女性の実績） 
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【参考：育児休業取得率の推移】 (人、％）

計 女性 男性

(従業員) (配偶者) 計 (取得率) 女性 (取得率) 男性 (取得率)

H26 696 270 426 244 (35.1) 241 (89.3) 3 (0.7)
H27 574 208 366 189 (32.9) 185 (88.9) 4 (1.1)
H28 696 304 392 287 (41.2) 280 (92.1) 7 (1.8)
H29 703 289 414 281 (40.0) 265 (91.7) 16 (3.9)
H30 655 326 329 316 (48.2) 309 (94.8) 7 (2.1)

育児休業利用者数（育児休業取得率）
年

出産者数

（事業所、人、％）

女性 男性 女性 男性

９人以下 11 (4.0) 15 (2.3) 10 (3.1) 5 (1.5) 9 (60.0) 9 (90.0) 0 (0.0) 3 (60.0) 4 (100) 4 (100.0)

１０～２９人 46 (16.9) 55 (8.4) 25 (7.7) 30 (9.1) 27 (49.1) 25 (100.0) 2 (6.7) 13 (43.3) 18 (100) 18 (100.0)

３０～９９人 98 (36.0) 143 (21.8) 57 (17.5) 86 (26.1) 56 (39.2) 55 (96.5) 1 (1.2) 40 (46.5) 34 (100) 31 (91.2)

１００～２９９人 83 (30.5) 230 (35.1) 109 (33.4) 121 (36.8) 103 (44.8) 101 (92.7) 2 (1.7) 63 (52.1) 70 (100) 65 (92.9)

３００人以上 34 (12.5) 212 (32.4) 125 (38.3) 87 (26.4) 121 (57.1) 119 (95.2) 2 (2.3) 13 (14.9) 97 (100) 93 (95.9)

建設業 28 (10.3) 46 (7.0) 5 (1.5) 41 (12.5) 5 (10.9) 5 (100.0) 0 (0.0) 18 (43.9) 3 (100) 3 (100.0)

製造業 78 (28.7) 172 (26.3) 74 (22.7) 98 (29.8) 77 (44.8) 73 (98.6) 4 (4.1) 50 (51.0) 48 (100) 43 (89.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 7 (2.6) 9 (1.4) 3 (0.9) 6 (1.8) 3 (33.3) 3 (100.0) 0 (0.0) 4 (66.7) 0 ( - ) 0 ( - )

情報・通信業 12 (4.4) 35 (5.3) 15 (4.6) 20 (6.1) 14 (40.0) 14 (93.3) 0 (0.0) 11 (55.0) 3 (100) 3 (100.0)

運輸業 16 (5.9) 27 (4.1) 4 (1.2) 23 (7.0) 5 (18.5) 3 (75.0) 2 (8.7) 3 (13.0) 2 (100) 1 (50.0)

卸売業・小売業 31 (11.4) 60 (9.2) 24 (7.4) 36 (10.9) 24 (40.0) 24 (100.0) 0 (0.0) 20 (55.6) 17 (100) 17 (100.0)

金融業・保険業 9 (3.3) 61 (9.3) 31 (9.5) 30 (9.1) 27 (44.3) 27 (87.1) 0 (0.0) 11 (36.7) 15 (100) 14 (93.3)

宿泊業・飲食サービス業 5 (1.8) 7 (1.1) 4 (1.2) 3 (0.9) 4 (57.1) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (100) 4 (100.0)

医療・福祉 28 (10.3) 133 (20.3) 106 (32.5) 27 (8.2) 102 (76.7) 101 (95.3) 1 (3.7) 6 (22.2) 88 (100) 86 (97.7)

教育・学習支援業 15 (5.5) 24 (3.7) 16 (4.9) 8 (2.4) 15 (62.5) 15 (93.8) 0 (0.0) 4 (50.0) 14 (100) 13 (92.9)

サービス業 28 (10.3) 54 (8.2) 26 (8.0) 28 (8.5) 23 (42.6) 23 (88.5) 0 (0.0) 2 (7.1) 22 (100) 21 (95.5)

その他 15 (5.5) 27 (4.1) 18 (5.5) 9 (2.7) 17 (63.0) 17 (94.4) 0 (0.0) 3 (33.3) 7 (100) 6 (85.7)

※年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇等（休日は含まない。）

区　　分
出産者がいた

事業所数

計

出産者のうち育児休業利用者数

（取得率）

(育児休業取得率）
出産者数

655 (100) 326 (49.8) 329272

(出産者数＝

　１００％）
（取得率）

7(100) (2.1)(50.2) 316 (48.2) 309 (94.8)

【配偶者】【従業員】

配偶者が出産した

男性のうち、出産

後２か月以内に半

日又は１日以上の

休み(※）を取得

した人数

復職状況

211 (94.6)132 (40.1)

うち実際に復

帰した人数

（復職割合）

223 (100)

H30中に育児

休業から復職

予定だった人

数

２ 育児休業制度の利用状況 

平成３０年１月１日から１２月３１日までの間に出産した（配偶者が出産した）人の育児休業制

度の利用状況（利用予定も含む。）をみると、出産者６５５人に対し、育児休業利用者は３１６人、

育児休業取得率は４８．２％となっている。男女別では、女性の育児休業取得率は９４．８％、男

性の育児取得率は２．１％となっている。 

  平成３０年１月１日から１２月３１日までの間に育児休業から職場復帰する予定だった人数は 

２２３人で、そのうち実際に復職した人数は２１１人（９４．６％）となっている。 

 

第１５表 育児休業制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 13 －~ 13 ~ 

(事業所、％）

区　　分

計 384 (100) 359 (93.5) 88 (22.9) 295 (76.8) 12 (3.1) 92 (24.0) 81 (21.1) 27 (7.0) 21 (5.5) 308 (80.2) 9 (2.3)

９人以下 27 (100) 24 (88.9) 11 (40.7) 19 (70.4) 2 (7.4) 9 (33.3) 7 (25.9) 4 (14.8) 4 (14.8) 21 (77.8) 0 (0.0)

１０～２９人 114 (100) 105 (92.1) 34 (29.8) 81 (71.1) 7 (6.1) 27 (23.7) 26 (22.8) 11 (9.6) 8 (7.0) 82 (71.9) 1 (0.9)

３０～９９人 156 (100) 147 (94.2) 25 (16.0) 119 (76.3) 2 (1.3) 30 (19.2) 24 (15.4) 10 (6.4) 6 (3.8) 126 (80.8) 4 (2.6)

１００～２９９人 67 (100) 63 (94.0) 14 (20.9) 61 (91.0) 0 (0.0) 20 (29.9) 20 (29.9) 1 (1.5) 3 (4.5) 61 (91.0) 1 (1.5)

３００人以上 20 (100) 20 (100.0) 4 (20.0) 15 (75.0) 1 (5.0) 6 (30.0) 4 (20.0) 1 (5.0) 0 (0.0) 18 (90.0) 3 (15.0)

建設業 64 (100) 60 (93.8) 16 (25.0) 57 (89.1) 6 (9.4) 23 (35.9) 22 (34.4) 7 (10.9) 7 (10.9) 55 (85.9) 1 (1.6)

製造業 111 (100) 106 (95.5) 28 (25.2) 88 (79.3) 2 (1.8) 21 (18.9) 21 (18.9) 7 (6.3) 2 (1.8) 87 (78.4) 2 (1.8)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 12 (100.0) 3 (25.0) 8 (66.7) 1 (8.3) 2 (16.7) 1 (8.3) 1 (8.3) 1 (8.3) 8 (66.7) 0 (0.0)

情報･通信業 9 (100) 9 (100.0) 1 (11.1) 7 (77.8) 0 (0.0) 4 (44.4) 1 (11.1) 1 (11.1) 0 (0.0) 9 (100.0) 0 (0.0)

運輸業 25 (100) 21 (84.0) 7 (28.0) 17 (68.0) 0 (0.0) 6 (24.0) 5 (20.0) 2 (8.0) 2 (8.0) 19 (76.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 55 (100) 52 (94.5) 13 (23.6) 41 (74.5) 2 (3.6) 9 (16.4) 11 (20.0) 2 (3.6) 5 (9.1) 47 (85.5) 1 (1.8)

金融業・保険業 6 (100) 5 (83.3) 0 (0.0) 5 (83.3) 0 (0.0) 2 (33.3) 2 (33.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 5 (83.3) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 7 (87.5) 1 (12.5) 5 (62.5) 0 (0.0) 2 (25.0) 1 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (75.0) 1 (12.5)

医療・福祉 20 (100) 20 (100.0) 4 (20.0) 17 (85.0) 1 (5.0) 6 (30.0) 5 (25.0) 2 (10.0) 2 (10.0) 18 (90.0) 1 (5.0)

教育・学習支援業 16 (100) 13 (81.3) 4 (25.0) 9 (56.3) 0 (0.0) 6 (37.5) 2 (12.5) 4 (25.0) 0 (0.0) 13 (81.3) 0 (0.0)

サービス業 39 (100) 36 (92.3) 5 (12.8) 27 (69.2) 0 (0.0) 8 (20.5) 10 (25.6) 1 (2.6) 1 (2.6) 26 (66.7) 3 (7.7)

その他 19 (100) 18 (94.7) 6 (31.6) 14 (73.7) 0 (0.0) 3 (15.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (78.9) 0 (0.0)

実施

事業所数

育児のため

の短時間勤

務制度

育児のため

のフレック

ス制度や時

差出勤

復帰に備え

た業務等に

関する情報

提供

その他

育児休業中

又は復帰前

後の講習等

の実施

育児休業中

の給与等の

全部又は一

部を支給

所定外労働

の免除

事業所内保

育施設の設

置運営

育児休業中

の生活資金

の貸付制度

時間外労働

又は深夜業

の制限

(事業所、％）

1292 (100) 192 (14.9) 103 (8.0) 382 (29.6) 34 (2.6) 348 (26.9) 28 (2.2) 205 (15.9)

359 (100) 66 (18.4) 35 (9.7) 169 (47.1) 7 (1.9) 54 (15.0) 10 (2.8) 18 (5.0)

88 (100) 14 (15.9) 9 (10.2) 25 (28.4) 2 (2.3) 11 (12.5) 6 (6.8) 21 (23.9)

295 (100) 31 (10.5) 34 (11.5) 152 (51.5) 8 (2.7) 49 (16.6) 5 (1.7) 16 (5.4)

12 (100) 1 (8.3) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 9 (75.0)

92 (100) 23 (25.0) 5 (5.4) 3 (3.3) 1 (1.1) 6 (6.5) 0 (0.0) 54 (58.7)

81 (100) 14 (17.3) 8 (9.9) 1 (1.2) 0 (0.0) 8 (9.9) 0 (0.0) 50 (61.7)

27 (100) 11 (40.7) 1 (3.7) 3 (11.1) 2 (7.4) 3 (11.1) 0 (0.0) 7 (25.9)

21 (100) 1 (4.8) 1 (4.8) 1 (4.8) 1 (4.8) 1 (4.8) 0 (0.0) 16 (76.2)

308 (100) 29 (9.4) 10 (3.2) 27 (8.8) 13 (4.2) 210 (68.2) 7 (2.3) 12 (3.9)

9 (100) 2 (22.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (55.6) 0 (0.0) 2 (22.2)

復帰に備えた業務等に関する情報提供

育児休業中又は復帰前後の講習等の実施

育児休業中の給与等の全部又は一部を支給

育児休業中の生活資金の貸付制度

その他

時間外労働又は深夜業の制限

期間を定め

ていない

計

育児のための短時間勤務制度

育児のためのフレックス制度や時差出勤

所定外労働の免除

満３歳に

達するまで

満３歳を超

え、小学校

就学前の一

定の年齢に

達するまで

小学校就学

の始期に達

するまで

それを超え

る期間

 事業所内保育施設の設置運営

区　　分 実施制度計
満１歳に

達するまで

満１歳を

超え、満

３歳未満

４ その他の育児関連制度の内容 

その他の育児関連制度の内容をみると、「育児のための短時間勤務制度」を実施している事業所が

９３．５％と最も高く、次いで「時間外労働又は深夜業の制限」が８０．２％、「所定外労働の免除」

が７６．８％となっている。 

第１７表  その他の育児関連制度の内容（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１８表  その他の育児関連制度の対象期間（各制度について１つ選択） 

 

 

 

 

 

 



－ 14 －

 

~ 14 ~ 

（事業所、％）

469 (100) 336 (71.6) 133 (28.4)

67 (100) 21 (31.3) 46 (68.7)

146 (100) 95 (65.1) 51 (34.9)

168 (100) 137 (81.5) 31 (18.5)

68 (100) 64 (94.1) 4 (5.9)

20 (100) 19 (95.0) 1 (5.0)

74 (100) 55 (74.3) 19 (25.7)

124 (100) 93 (75.0) 31 (25.0)

12 (100) 9 (75.0) 3 (25.0)

9 (100) 9 (100.0) 0 (0.0)

33 (100) 23 (69.7) 10 (30.3)

77 (100) 54 (70.1) 23 (29.9)

6 (100) 5 (83.3) 1 (16.7)

8 (100) 4 (50.0) 4 (50.0)

21 (100) 19 (90.5) 2 (9.5)

18 (100) 17 (94.4) 1 (5.6)

58 (100) 33 (56.9) 25 (43.1)

29 (100) 15 (51.7) 14 (48.3)

※未回答　2事業所

宿泊業・飲食サービス業

医療・福祉

教育・学習支援業

サービス業

その他

金融業・保険業

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００人以上

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

運輸業

卸売業・小売業

計

区　　分 計 規定がある 規定がない

（事業所、％）

区　　分

計 336 (100) 2 (0.6) 284 (84.5) 5 (1.5) 22 (6.5) 4 (1.2) 19 (5.7)

９人以下 21 (100) 0 (0.0) 15 (71.4) 1 (4.8) 1 (4.8) 1 (4.8) 3 (14.3)

１０～２９人 95 (100) 0 (0.0) 75 (78.9) 2 (2.1) 9 (9.5) 1 (1.1) 8 (8.4)

３０～９９人 137 (100) 1 (0.7) 118 (86.1) 1 (0.7) 12 (8.8) 1 (0.7) 4 (2.9)

１００～２９９人 64 (100) 1 (1.6) 58 (90.6) 1 (1.6) 0 (0.0) 1 (1.6) 3 (4.7)

３００人以上 19 (100) 0 (0.0) 18 (94.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (5.3)

建設業 56 (100) 0 (0.0) 44 (78.6) 0 (0.0) 9 (16.1) 1 (1.8) 2 (3.6)

製造業 92 (100) 1 (1.1) 81 (88.0) 0 (0.0) 5 (5.4) 0 (0.0) 5 (5.4)

電気・ガス・熱供給・水道業 9 (100) 0 (0.0) 7 (77.8) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0) 1 (11.1)

情報・通信業 9 (100) 0 (0.0) 9 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

運輸業 23 (100) 0 (0.0) 19 (82.6) 2 (8.7) 1 (4.3) 1 (4.3) 0 (0.0)

卸売業・小売業 54 (100) 1 (1.9) 44 (81.5) 2 (3.7) 3 (5.6) 0 (0.0) 4 (7.4)

金融業・保険業 5 (100) 0 (0.0) 5 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 4 (100) 0 (0.0) 3 (75.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (25.0)

医療・福祉 19 (100) 0 (0.0) 18 (94.7) 0 (0.0) 1 (5.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 17 (100) 0 (0.0) 14 (82.4) 1 (5.9) 1 (5.9) 0 (0.0) 1 (5.9)

サービス業 33 (100) 0 (0.0) 28 (84.8) 0 (0.0) 1 (3.0) 1 (3.0) 3 (9.1)

その他 15 (100) 0 (0.0) 12 (80.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (6.7) 2 (13.3)

1日～４日制度実施計 決まっていない上限なし１０日以上６日～９日５日

Ⅴ 子ども看護休暇制度 

１  子ども看護休暇制度の利用可能日数 

就業規則等に子ども看護休暇制度の規定のある事業所は、３３６事業所で７１．６％となって  

いる。 

利用可能日数をみると、法定の「５日」としている事業所が８４．５％と最も多く、次いで    

「１０日以上」が６．５％となっている。 

 

第１９表 子ども看護休暇制度の規定の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２０表 子ども看護休暇制度の利用可能日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 13 ~ 

(事業所、％）

区　　分

計 384 (100) 359 (93.5) 88 (22.9) 295 (76.8) 12 (3.1) 92 (24.0) 81 (21.1) 27 (7.0) 21 (5.5) 308 (80.2) 9 (2.3)

９人以下 27 (100) 24 (88.9) 11 (40.7) 19 (70.4) 2 (7.4) 9 (33.3) 7 (25.9) 4 (14.8) 4 (14.8) 21 (77.8) 0 (0.0)

１０～２９人 114 (100) 105 (92.1) 34 (29.8) 81 (71.1) 7 (6.1) 27 (23.7) 26 (22.8) 11 (9.6) 8 (7.0) 82 (71.9) 1 (0.9)

３０～９９人 156 (100) 147 (94.2) 25 (16.0) 119 (76.3) 2 (1.3) 30 (19.2) 24 (15.4) 10 (6.4) 6 (3.8) 126 (80.8) 4 (2.6)

１００～２９９人 67 (100) 63 (94.0) 14 (20.9) 61 (91.0) 0 (0.0) 20 (29.9) 20 (29.9) 1 (1.5) 3 (4.5) 61 (91.0) 1 (1.5)

３００人以上 20 (100) 20 (100.0) 4 (20.0) 15 (75.0) 1 (5.0) 6 (30.0) 4 (20.0) 1 (5.0) 0 (0.0) 18 (90.0) 3 (15.0)

建設業 64 (100) 60 (93.8) 16 (25.0) 57 (89.1) 6 (9.4) 23 (35.9) 22 (34.4) 7 (10.9) 7 (10.9) 55 (85.9) 1 (1.6)

製造業 111 (100) 106 (95.5) 28 (25.2) 88 (79.3) 2 (1.8) 21 (18.9) 21 (18.9) 7 (6.3) 2 (1.8) 87 (78.4) 2 (1.8)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 12 (100.0) 3 (25.0) 8 (66.7) 1 (8.3) 2 (16.7) 1 (8.3) 1 (8.3) 1 (8.3) 8 (66.7) 0 (0.0)

情報･通信業 9 (100) 9 (100.0) 1 (11.1) 7 (77.8) 0 (0.0) 4 (44.4) 1 (11.1) 1 (11.1) 0 (0.0) 9 (100.0) 0 (0.0)

運輸業 25 (100) 21 (84.0) 7 (28.0) 17 (68.0) 0 (0.0) 6 (24.0) 5 (20.0) 2 (8.0) 2 (8.0) 19 (76.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 55 (100) 52 (94.5) 13 (23.6) 41 (74.5) 2 (3.6) 9 (16.4) 11 (20.0) 2 (3.6) 5 (9.1) 47 (85.5) 1 (1.8)

金融業・保険業 6 (100) 5 (83.3) 0 (0.0) 5 (83.3) 0 (0.0) 2 (33.3) 2 (33.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 5 (83.3) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 7 (87.5) 1 (12.5) 5 (62.5) 0 (0.0) 2 (25.0) 1 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (75.0) 1 (12.5)

医療・福祉 20 (100) 20 (100.0) 4 (20.0) 17 (85.0) 1 (5.0) 6 (30.0) 5 (25.0) 2 (10.0) 2 (10.0) 18 (90.0) 1 (5.0)

教育・学習支援業 16 (100) 13 (81.3) 4 (25.0) 9 (56.3) 0 (0.0) 6 (37.5) 2 (12.5) 4 (25.0) 0 (0.0) 13 (81.3) 0 (0.0)

サービス業 39 (100) 36 (92.3) 5 (12.8) 27 (69.2) 0 (0.0) 8 (20.5) 10 (25.6) 1 (2.6) 1 (2.6) 26 (66.7) 3 (7.7)

その他 19 (100) 18 (94.7) 6 (31.6) 14 (73.7) 0 (0.0) 3 (15.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (78.9) 0 (0.0)

実施

事業所数

育児のため

の短時間勤

務制度

育児のため

のフレック

ス制度や時

差出勤

復帰に備え

た業務等に

関する情報

提供

その他

育児休業中

又は復帰前

後の講習等

の実施

育児休業中

の給与等の

全部又は一

部を支給

所定外労働

の免除

事業所内保

育施設の設

置運営

育児休業中

の生活資金

の貸付制度

時間外労働

又は深夜業

の制限

(事業所、％）

1292 (100) 192 (14.9) 103 (8.0) 382 (29.6) 34 (2.6) 348 (26.9) 28 (2.2) 205 (15.9)

359 (100) 66 (18.4) 35 (9.7) 169 (47.1) 7 (1.9) 54 (15.0) 10 (2.8) 18 (5.0)

88 (100) 14 (15.9) 9 (10.2) 25 (28.4) 2 (2.3) 11 (12.5) 6 (6.8) 21 (23.9)

295 (100) 31 (10.5) 34 (11.5) 152 (51.5) 8 (2.7) 49 (16.6) 5 (1.7) 16 (5.4)

12 (100) 1 (8.3) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 9 (75.0)

92 (100) 23 (25.0) 5 (5.4) 3 (3.3) 1 (1.1) 6 (6.5) 0 (0.0) 54 (58.7)

81 (100) 14 (17.3) 8 (9.9) 1 (1.2) 0 (0.0) 8 (9.9) 0 (0.0) 50 (61.7)

27 (100) 11 (40.7) 1 (3.7) 3 (11.1) 2 (7.4) 3 (11.1) 0 (0.0) 7 (25.9)

21 (100) 1 (4.8) 1 (4.8) 1 (4.8) 1 (4.8) 1 (4.8) 0 (0.0) 16 (76.2)

308 (100) 29 (9.4) 10 (3.2) 27 (8.8) 13 (4.2) 210 (68.2) 7 (2.3) 12 (3.9)

9 (100) 2 (22.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (55.6) 0 (0.0) 2 (22.2)

復帰に備えた業務等に関する情報提供

育児休業中又は復帰前後の講習等の実施

育児休業中の給与等の全部又は一部を支給

育児休業中の生活資金の貸付制度

その他

時間外労働又は深夜業の制限

期間を定め

ていない

計

育児のための短時間勤務制度

育児のためのフレックス制度や時差出勤

所定外労働の免除

満３歳に

達するまで

満３歳を超

え、小学校

就学前の一

定の年齢に

達するまで

小学校就学

の始期に達

するまで

それを超え

る期間

 事業所内保育施設の設置運営

区　　分 実施制度計
満１歳に

達するまで

満１歳を

超え、満

３歳未満

４ その他の育児関連制度の内容 

その他の育児関連制度の内容をみると、「育児のための短時間勤務制度」を実施している事業所が

９３．５％と最も高く、次いで「時間外労働又は深夜業の制限」が８０．２％、「所定外労働の免除」

が７６．８％となっている。 

第１７表  その他の育児関連制度の内容（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１８表  その他の育児関連制度の対象期間（各制度について１つ選択） 

 

 

 

 

 

 



－ 15 －

 

~ 15 ~ 

（事業所、人、日）

区　　分 事業所数 利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数

計 59 334 1,116 3.3

９人以下 3 3 22 7.3

１０～２９人 14 31 106 3.4

３０～９９人 17 49 177 3.6

１００～２９９人 18 81 253 3.1

３００人以上 7 170 558 3.3

建設業 10 15 59 3.9

製造業 16 74 264 3.6

電気・ガス・熱供給・水道業 3 13 37 2.8

情報・通信業 4 23 93 4.0

運輸業 3 4 13 3.3

卸売業・小売業 6 14 72 5.1

金融業・保険業 1 7 24 3.4

宿泊業・飲食サービス業 0 0 0 0.0

医療・福祉 7 159 499 3.1

教育・学習支援業 5 11 26 2.4

サービス業 4 14 29 2.1

その他 0 0 0 0.0

【参考：平均利用日数の推移】 （人、日）

H26 206 749 3.6

H27 227 746 3.3

H28 238 743 3.1

H29 221 1,023 4.6

H30 334 1,116 3.3

利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数
年

２  子ども看護休暇制度の利用実績 

平成３０年１月１日から１２月３１日までの子ども看護休暇制度の利用実績をみると、５９事業

所で延べ３３４人、１，１１６日の利用があり、１人あたり平均利用日数は３．３日となっている。 

 

第２１表 子ども看護休暇制度の利用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 16 －

 

~ 16 ~ 

（事業所、％）

470 (100) 395 (84.0) 75 (16.0)

67 (100) 29 (43.3) 38 (56.7)

146 (100) 116 (79.5) 30 (20.5)

169 (100) 162 (95.9) 7 (4.1)

68 (100) 68 (100.0) 0 (0.0)

20 (100) 20 (100.0) 0 (0.0)

74 (100) 65 (87.8) 9 (12.2)

124 (100) 109 (87.9) 15 (12.1)

12 (100) 11 (91.7) 1 (8.3)

9 (100) 9 (100.0) 0 (0.0)

34 (100) 29 (85.3) 5 (14.7)

77 (100) 60 (77.9) 17 (22.1)

6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0)

8 (100) 8 (100.0) 0 (0.0)

21 (100) 20 (95.2) 1 (4.8)

18 (100) 18 (100.0) 0 (0.0)

58 (100) 39 (67.2) 19 (32.8)

29 (100) 21 (72.4) 8 (27.6)

※未回答　1事業所

宿泊業・飲食サービス業

医療・福祉

教育・学習支援業

サービス業

その他

金融業・保険業

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００人以上

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

運輸業

卸売業・小売業

計

区　　分 計 規定がある 規定がない

（人）

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

計 13 12 5 11 5 0 3 1

９人以下 1 0 1 0 0 0 0 0

１０～２９人 3 6 1 6 2 0 0 0

３０～９９人 1 1 0 0 1 0 0 1

１００～２９９人 2 4 1 4 0 0 1 0

３００人以上 6 1 2 1 2 0 2 0

建設業 1 3 1 3 0 0 0 0

製造業 2 2 1 1 0 0 1 1

電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0 0 0 0 0 0

情報・通信業 0 0 0 0 0 0 0 0

運輸業 0 2 0 2 0 0 0 0

卸売業・小売業 4 0 2 0 2 0 0 0

金融業・保険業 0 0 0 0 0 0 0 0

宿泊業・飲食サービス業 1 0 1 0 0 0 0 0

医療・福祉 4 2 0 2 3 0 1 0

教育・学習支援業 1 0 0 0 0 0 1 0

サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 3 0 3 0 0 0 0

区　　分
計 31日未満 31～93日未満 93日以上

Ⅵ 介護休業制度 

１  介護休業制度の規定の有無 

就業規則等に介護休業制度の規定のある事業所は、３９５事業所で８４．０％となっている。 

 

第２２表  介護休業制度の規定の有無 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 介護休業制度の利用実績 

平成３０年１月１日から１２月３１日までの介護休業制度の利用実績をみると、全体で２５人で、

うち女性は１３人、男性は１２人であった。 

 

第２３表 介護休業制度の利用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 15 ~ 

（事業所、人、日）

区　　分 事業所数 利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数

計 59 334 1,116 3.3

９人以下 3 3 22 7.3

１０～２９人 14 31 106 3.4

３０～９９人 17 49 177 3.6

１００～２９９人 18 81 253 3.1

３００人以上 7 170 558 3.3

建設業 10 15 59 3.9

製造業 16 74 264 3.6

電気・ガス・熱供給・水道業 3 13 37 2.8

情報・通信業 4 23 93 4.0

運輸業 3 4 13 3.3

卸売業・小売業 6 14 72 5.1

金融業・保険業 1 7 24 3.4

宿泊業・飲食サービス業 0 0 0 0.0

医療・福祉 7 159 499 3.1

教育・学習支援業 5 11 26 2.4

サービス業 4 14 29 2.1

その他 0 0 0 0.0

【参考：平均利用日数の推移】 （人、日）

H26 206 749 3.6

H27 227 746 3.3

H28 238 743 3.1

H29 221 1,023 4.6

H30 334 1,116 3.3

利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数
年

２  子ども看護休暇制度の利用実績 

平成３０年１月１日から１２月３１日までの子ども看護休暇制度の利用実績をみると、５９事業

所で延べ３３４人、１，１１６日の利用があり、１人あたり平均利用日数は３．３日となっている。 

 

第２１表 子ども看護休暇制度の利用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 17 －

 

~ 17 ~ 

（事業所、％）

区　　分

計 325 (100) 289 (88.9) 30 (9.2) 82 (25.2) 8 (2.5) 257 (79.1) 39 (12.0) 8 (2.5)

９人以下 28 (100) 18 (64.3) 6 (21.4) 11 (39.3) 2 (7.1) 19 (67.9) 6 (21.4) 1 (3.6)

１０～２９人 93 (100) 83 (89.2) 10 (10.8) 31 (33.3) 2 (2.2) 64 (68.8) 8 (8.6) 1 (1.1)

３０～９９人 128 (100) 119 (93.0) 11 (8.6) 25 (19.5) 3 (2.3) 112 (87.5) 18 (14.1) 2 (1.6)

１００～２９９人 57 (100) 50 (87.7) 3 (5.3) 13 (22.8) 0 (0.0) 46 (80.7) 6 (10.5) 3 (5.3)

３００人以上 19 (100) 19 (100.0) 0 (0.0) 2 (10.5) 1 (5.3) 16 (84.2) 1 (5.3) 1 (5.3)

建設業 54 (100) 47 (87.0) 5 (9.3) 15 (27.8) 2 (3.7) 48 (88.9) 10 (18.5) 0 (0.0)

製造業 91 (100) 85 (93.4) 12 (13.2) 26 (28.6) 4 (4.4) 73 (80.2) 9 (9.9) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 7 (70.0) 0 (0.0) 2 (20.0) 0 (0.0) 8 (80.0) 1 (10.0) 1 (10.0)

情報・通信業 9 (100) 8 (88.9) 1 (11.1) 2 (22.2) 0 (0.0) 7 (77.8) 3 (33.3) 1 (11.1)

運輸業 20 (100) 17 (85.0) 1 (5.0) 5 (25.0) 0 (0.0) 17 (85.0) 2 (10.0) 1 (5.0)

卸売業・小売業 55 (100) 47 (85.5) 5 (9.1) 15 (27.3) 1 (1.8) 37 (67.3) 3 (5.5) 2 (3.6)

金融業・保険業 6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 5 (83.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 6 (100) 5 (83.3) 0 (0.0) 2 (33.3) 0 (0.0) 4 (66.7) 2 (33.3) 0 (0.0)

医療・福祉 15 (100) 15 (100.0) 0 (0.0) 3 (20.0) 0 (0.0) 13 (86.7) 2 (13.3) 1 (6.7)

教育・学習支援業 13 (100) 13 (100.0) 1 (7.7) 4 (30.8) 0 (0.0) 11 (84.6) 2 (15.4) 0 (0.0)

サービス業 28 (100) 25 (89.3) 1 (3.6) 3 (10.7) 0 (0.0) 20 (71.4) 3 (10.7) 1 (3.6)

その他 18 (100) 14 (77.8) 4 (22.2) 4 (22.2) 1 (5.6) 14 (77.8) 2 (11.1) 1 (5.6)

仕事と介護の

両立支援に関

する情報提

供・相談

その他
実施

事業所数

介護のための

短時間勤務制

度

介護のための

フレックス制

度

介護のための

時差出勤制度

介護費用の助

成その他これ

に準じる制度

所定外労働の

制限、深夜業

の制限等

３  その他の介護関連制度 

その他の介護関連制度の内容をみると、「介護のための短時間勤務制度」を実施している事業所が

８８．９％と最も多く、次いで「所定外労働の制限、深夜業の制限等」が７９.１％となっている。 

 

第２４表 その他の介護関連制度（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 18 －

 

~ 18 ~ 

（事業所、％）

467 (100) 340 (72.8) 127 (27.2)

66 (100) 24 (36.4) 42 (63.6)

144 (100) 94 (65.3) 50 (34.7)

169 (100) 140 (82.8) 29 (17.2)

68 (100) 63 (92.6) 5 (7.4)

20 (100) 19 (95.0) 1 (5.0)

74 (100) 59 (79.7) 15 (20.3)

124 (100) 95 (76.6) 29 (23.4)

12 (100) 10 (83.3) 2 (16.7)

9 (100) 9 (100.0) 0 (0.0)

34 (100) 25 (73.5) 9 (26.5)

76 (100) 53 (69.7) 23 (30.3)

6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0)

8 (100) 4 (50.0) 4 (50.0)

21 (100) 20 (95.2) 1 (4.8)

18 (100) 17 (94.4) 1 (5.6)

56 (100) 26 (46.4) 30 (53.6)

29 (100) 16 (55.2) 13 (44.8)

※未回答　4事業所

医療・福祉

教育・学習支援業

サービス業

その他

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

運輸業

卸売業・小売業

金融業・保険業

宿泊業・飲食サービス業

製造業

区　　分 計 規定がある 規定がない

計

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００人以上

建設業

（事業所、％）

区　　分

計 334 (100) 5 (1.5) 261 (78.1) 4 (1.2) 35 (10.5) 3 (0.9) 26 (7.8)

９人以下 24 (100) 0 (0.0) 15 (62.5) 2 (8.3) 2 (8.3) 0 (0.0) 5 (20.8)

１０～２９人 92 (100) 4 (4.3) 58 (63.0) 0 (0.0) 18 (19.6) 2 (2.2) 10 (10.9)

３０～９９人 137 (100) 1 (0.7) 117 (85.4) 1 (0.7) 11 (8.0) 0 (0.0) 7 (5.1)

１００～２９９人 62 (100) 0 (0.0) 53 (85.5) 1 (1.6) 4 (6.5) 1 (1.6) 3 (4.8)

３００人以上 19 (100) 0 (0.0) 18 (94.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (5.3)

建設業 59 (100) 2 (3.4) 42 (71.2) 1 (1.7) 10 (16.9) 1 (1.7) 3 (5.1)

製造業 92 (100) 0 (0.0) 77 (83.7) 0 (0.0) 7 (7.6) 1 (1.1) 7 (7.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 0 (0.0) 8 (80.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (20.0)

情報・通信業 9 (100) 0 (0.0) 8 (88.9) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

運輸業 24 (100) 2 (8.3) 19 (79.2) 0 (0.0) 2 (8.3) 0 (0.0) 1 (4.2)

卸売業・小売業 52 (100) 0 (0.0) 39 (75.0) 2 (3.8) 5 (9.6) 0 (0.0) 6 (11.5)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 5 (83.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7)

宿泊業・飲食サービス業 3 (100) 0 (0.0) 3 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

医療・福祉 20 (100) 0 (0.0) 17 (85.0) 0 (0.0) 2 (10.0) 0 (0.0) 1 (5.0)

教育・学習支援業 17 (100) 1 (5.9) 10 (58.8) 1 (5.9) 4 (23.5) 0 (0.0) 1 (5.9)

サービス業 26 (100) 0 (0.0) 20 (76.9) 0 (0.0) 4 (15.4) 0 (0.0) 2 (7.7)

その他 16 (100) 0 (0.0) 13 (81.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (6.3) 2 (12.5)

※利用可能日数について未回答の事業所あるため、第25表の「規定がある」の計と一致しない

決まっていない制度実施計 1日～４日 ５日 ６日～９日 １０日以上 上限なし

Ⅶ 介護休暇制度 

１  介護休暇制度の規定の有無と利用可能日数 

就業規則等に介護休暇制度の規定のある事業所は、３４０事業所で７２．８％となっている。 

  利用可能日数をみると、法定の「５日」としている事業所が７８．１％と最も多く、次いで    

「１０日以上」が１０．５％となっている。 

 

第２５表 介護休暇制度の規定の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６表 介護休暇制度の利用可能日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 17 ~ 

（事業所、％）

区　　分

計 325 (100) 289 (88.9) 30 (9.2) 82 (25.2) 8 (2.5) 257 (79.1) 39 (12.0) 8 (2.5)

９人以下 28 (100) 18 (64.3) 6 (21.4) 11 (39.3) 2 (7.1) 19 (67.9) 6 (21.4) 1 (3.6)

１０～２９人 93 (100) 83 (89.2) 10 (10.8) 31 (33.3) 2 (2.2) 64 (68.8) 8 (8.6) 1 (1.1)

３０～９９人 128 (100) 119 (93.0) 11 (8.6) 25 (19.5) 3 (2.3) 112 (87.5) 18 (14.1) 2 (1.6)

１００～２９９人 57 (100) 50 (87.7) 3 (5.3) 13 (22.8) 0 (0.0) 46 (80.7) 6 (10.5) 3 (5.3)

３００人以上 19 (100) 19 (100.0) 0 (0.0) 2 (10.5) 1 (5.3) 16 (84.2) 1 (5.3) 1 (5.3)

建設業 54 (100) 47 (87.0) 5 (9.3) 15 (27.8) 2 (3.7) 48 (88.9) 10 (18.5) 0 (0.0)

製造業 91 (100) 85 (93.4) 12 (13.2) 26 (28.6) 4 (4.4) 73 (80.2) 9 (9.9) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 7 (70.0) 0 (0.0) 2 (20.0) 0 (0.0) 8 (80.0) 1 (10.0) 1 (10.0)

情報・通信業 9 (100) 8 (88.9) 1 (11.1) 2 (22.2) 0 (0.0) 7 (77.8) 3 (33.3) 1 (11.1)

運輸業 20 (100) 17 (85.0) 1 (5.0) 5 (25.0) 0 (0.0) 17 (85.0) 2 (10.0) 1 (5.0)

卸売業・小売業 55 (100) 47 (85.5) 5 (9.1) 15 (27.3) 1 (1.8) 37 (67.3) 3 (5.5) 2 (3.6)

金融業・保険業 6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 5 (83.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 6 (100) 5 (83.3) 0 (0.0) 2 (33.3) 0 (0.0) 4 (66.7) 2 (33.3) 0 (0.0)

医療・福祉 15 (100) 15 (100.0) 0 (0.0) 3 (20.0) 0 (0.0) 13 (86.7) 2 (13.3) 1 (6.7)

教育・学習支援業 13 (100) 13 (100.0) 1 (7.7) 4 (30.8) 0 (0.0) 11 (84.6) 2 (15.4) 0 (0.0)

サービス業 28 (100) 25 (89.3) 1 (3.6) 3 (10.7) 0 (0.0) 20 (71.4) 3 (10.7) 1 (3.6)

その他 18 (100) 14 (77.8) 4 (22.2) 4 (22.2) 1 (5.6) 14 (77.8) 2 (11.1) 1 (5.6)

仕事と介護の

両立支援に関

する情報提

供・相談

その他
実施

事業所数

介護のための

短時間勤務制

度

介護のための

フレックス制

度

介護のための

時差出勤制度

介護費用の助

成その他これ

に準じる制度

所定外労働の

制限、深夜業

の制限等

３  その他の介護関連制度 

その他の介護関連制度の内容をみると、「介護のための短時間勤務制度」を実施している事業所が

８８．９％と最も多く、次いで「所定外労働の制限、深夜業の制限等」が７９.１％となっている。 

 

第２４表 その他の介護関連制度（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 19 －

 

~ 19 ~ 

（事業所、人、日）

区　　分 事業所数 利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数

計 21 53 232 4.4

９人以下 1 3 5 1.7

１０～２９人 6 11 52 4.7

３０～９９人 5 11 58 5.3

１００～２９９人 4 9 44 4.9

３００人以上 5 19 73 3.8

建設業 4 6 25 4.2

製造業 7 14 75 5.4

電気・ガス・熱供給・水道業 2 3 15 5.0

情報・通信業 1 9 34 3.8

運輸業 1 1 5 5.0

卸売業・小売業 3 9 29 3.2

金融業・保険業 1 1 5 5.0

宿泊業・飲食サービス業 0 0 0 0.0

医療・福祉 1 7 24 3.4

教育・学習支援業 1 3 20 6.7

サービス業 0 0 0 0.0

その他 0 0 0 0.0

【参考：平均利用日数の推移】 （人、日）

H26 58 282 4.9

H27 32 83 2.6

H28 37 148 4.0

H29 61 190 3.1

H30 53 232 4.4

年 利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数

２  介護休暇制度の利用実績 

平成３０年１月１日から１２月３１日までの介護休暇制度の利用実績を見ると、２１事業所で 

延べ５３人、２３２日の利用があり、１人あたり平均利用日数は４.４日となっている。 

 

第２７表 介護休暇制度の利用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 20 －

 

~ 20 ~ 

（事業所、％）

計 288 (100) 236 (100) 221 (76.7) 198 (83.9) 87 (30.2) 64 (27.1) 108 (37.5) 72 (30.5) 4 (1.4) 3 (1.3)

９人以下 19 (100) 19 (100) 16 (84.2) 16 (84.2) 3 (15.8) 3 (15.8) 5 (26.3) 5 (26.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

１０～２９人 77 (100) 64 (100) 52 (67.5) 52 (81.3) 17 (22.1) 12 (18.8) 29 (37.7) 18 (28.1) 1 (1.3) 1 (1.6)

３０～９９人 113 (100) 95 (100) 88 (77.9) 79 (83.2) 30 (26.5) 25 (26.3) 44 (38.9) 32 (33.7) 2 (1.8) 1 (1.1)

１００～２９９人 59 (100) 44 (100) 50 (84.7) 39 (88.6) 22 (37.3) 18 (40.9) 20 (33.9) 12 (27.3) 1 (1.7) 1 (2.3)

３００人以上 20 (100) 14 (100) 15 (75.0) 12 (85.7) 15 (75.0) 6 (42.9) 10 (50.0) 5 (35.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

建設業 50 (100) 45 (100) 41 (82.0) 38 (84.4) 7 (14.0) 8 (17.8) 12 (24.0) 7 (15.6) 1 (2.0) 1 (2.2)

製造業 80 (100) 66 (100) 58 (72.5) 52 (78.8) 26 (32.5) 21 (31.8) 36 (45.0) 27 (40.9) 0 (0.0) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 10 (100) 8 (100) 8 (80.0) 8 (100.0) 5 (50.0) 4 (50.0) 5 (50.0) 3 (37.5) 0 (0.0) 0 (0.0)

情報・通信業 8 (100) 8 (100) 7 (87.5) 7 (87.5) 1 (12.5) 1 (12.5) 2 (25.0) 2 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

運輸業 17 (100) 13 (100) 14 (82.4) 11 (84.6) 4 (23.5) 3 (23.1) 6 (35.3) 3 (23.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 42 (100) 34 (100) 29 (69.0) 29 (85.3) 15 (35.7) 8 (23.5) 19 (45.2) 11 (32.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

金融業・保険業 6 (100) 4 (100) 5 (83.3) 3 (75.0) 4 (66.7) 3 (75.0) 2 (33.3) 2 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 4 (100) 4 (100) 3 (75.0) 3 (75.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 2 (50.0) 3 (75.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

医療・福祉 17 (100) 13 (100) 12 (70.6) 9 (69.2) 11 (64.7) 6 (46.2) 3 (17.6) 1 (7.7) 2 (11.8) 2 (15.4)

教育・学習支援業 13 (100) 8 (100) 9 (69.2) 7 (87.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (46.2) 3 (37.5) 0 (0.0) 0 (0.0)

サービス業 27 (100) 22 (100) 23 (85.2) 21 (95.5) 7 (25.9) 4 (18.2) 11 (40.7) 7 (31.8) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 14 (100) 11 (100) 12 (85.7) 10 (90.9) 6 (42.9) 5 (45.5) 4 (28.6) 3 (27.3) 1 (7.1) 0 (0.0)

育児休業

その他

介護休業育児休業 介護休業 育児休業 介護休業 育児休業

区　　分

事業所計（未定除く）

代替要員の補充を行わず、

同じ部門の他の職員で対応

した（する）

事業所内の他の部門又は他

の事業所からの人員を異動

させた（させる）

派遣労働者やアルバイトな

どを代替要員として雇用し

た（する）

介護休業 育児休業 介護休業

Ⅷ 育児休業者及び介護休業者の代替職員の配置 

１ 育児休業者及び介護休業者の代替職員の配置（複数回答） 

育児休業者及び介護休業者の代替職員の配置状況をみると、育児休業者の代替職員の配置状況で

は、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の職員で対応した（する）」が７６．７％と最も多く、

次いで「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した（する）」が３７．５％となって

いる。 

介護休業者の代替職員の配置状況では、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の職員で対応し

た（する）」が８３．９％と最も多く、次いで「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇

用した（する）」が３０．５％となっている。 

 

第２８表 育児休業者及び介護休業者の代替職員の配置（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 19 ~ 

（事業所、人、日）

区　　分 事業所数 利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数

計 21 53 232 4.4

９人以下 1 3 5 1.7

１０～２９人 6 11 52 4.7

３０～９９人 5 11 58 5.3

１００～２９９人 4 9 44 4.9

３００人以上 5 19 73 3.8

建設業 4 6 25 4.2

製造業 7 14 75 5.4

電気・ガス・熱供給・水道業 2 3 15 5.0

情報・通信業 1 9 34 3.8

運輸業 1 1 5 5.0

卸売業・小売業 3 9 29 3.2

金融業・保険業 1 1 5 5.0

宿泊業・飲食サービス業 0 0 0 0.0

医療・福祉 1 7 24 3.4

教育・学習支援業 1 3 20 6.7

サービス業 0 0 0 0.0

その他 0 0 0 0.0

【参考：平均利用日数の推移】 （人、日）

H26 58 282 4.9

H27 32 83 2.6

H28 37 148 4.0

H29 61 190 3.1

H30 53 232 4.4

年 利用人員 延べ日数
一人あたり

平均利用日数

２  介護休暇制度の利用実績 

平成３０年１月１日から１２月３１日までの介護休暇制度の利用実績を見ると、２１事業所で 

延べ５３人、２３２日の利用があり、１人あたり平均利用日数は４.４日となっている。 

 

第２７表 介護休暇制度の利用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 21 －

 

~ 21 ~ 

(人、％)

区　　分

計 330 (100) 158 (47.9) 90 (27.3) 46 (13.9) 17 (5.2) 4 (1.2) 15 (4.5)

９人以下 6 (100) 0 (0.0) 3 (50.0) 1 (16.7) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7)

１０～２９人 12 (100) 7 (58.3) 4 (33.3) 1 (8.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

３０～９９人 51 (100) 15 (29.4) 14 (27.5) 9 (17.6) 6 (11.8) 2 (3.9) 5 (9.8)

１００～２９９人 137 (100) 70 (51.1) 36 (26.3) 21 (15.3) 5 (3.6) 1 (0.7) 4 (2.9)

３００人以上 124 (100) 66 (53.2) 33 (26.6) 14 (11.3) 5 (4.0) 1 (0.8) 5 (4.0)

建設業 17 (100) 8 (47.1) 4 (23.5) 2 (11.8) 1 (5.9) 0 (0.0) 2 (11.8)

製造業 68 (100) 16 (23.5) 22 (32.4) 13 (19.1) 6 (8.8) 1 (1.5) 10 (14.7)

電気・ガス・熱供給・水道業 4 (100) 0 (0.0) 2 (50.0) 2 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

情報・通信業 17 (100) 3 (17.6) 5 (29.4) 7 (41.2) 1 (5.9) 0 (0.0) 1 (5.9)

運輸業 5 (100) 1 (20.0) 3 (60.0) 0 (0.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 58 (100) 36 (62.1) 13 (22.4) 4 (6.9) 3 (5.2) 2 (3.4) 0 (0.0)

金融業・保険業 32 (100) 16 (50.0) 12 (37.5) 3 (9.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.1)

宿泊業・飲食サービス業 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

医療・福祉 86 (100) 62 (72.1) 12 (14.0) 8 (9.3) 2 (2.3) 1 (1.2) 1 (1.2)

教育・学習支援業 10 (100) 4 (40.0) 5 (50.0) 0 (0.0) 1 (10.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

サービス業 20 (100) 9 (45.0) 5 (25.0) 5 (25.0) 1 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 13 (100) 3 (23.1) 7 (53.8) 2 (15.4) 1 (7.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

12ヶ月以上利用者数 1ヶ月未満 1～3ヶ月 3～6ヶ月 6～10ヶ月 10～12ヶ月

（事業所、％）

468 (100) 278 (59.4) 190 (40.6)

66 (100) 28 (42.4) 38 (57.6)

145 (100) 81 (55.9) 64 (44.1)

169 (100) 106 (62.7) 63 (37.3)

68 (100) 48 (70.6) 20 (29.4)

20 (100) 15 (75.0) 5 (25.0)

73 (100) 35 (47.9) 38 (52.1)

124 (100) 72 (58.1) 52 (41.9)

12 (100) 10 (83.3) 2 (16.7)

9 (100) 9 (100.0) 0 (0.0)

34 (100) 19 (55.9) 15 (44.1)

77 (100) 43 (55.8) 34 (44.2)

6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0)

8 (100) 3 (37.5) 5 (62.5)

21 (100) 15 (71.4) 6 (28.6)

18 (100) 12 (66.7) 6 (33.3)

57 (100) 34 (59.6) 23 (40.4)

29 (100) 20 (69.0) 9 (31.0)

※未回答　3事業所

医療・福祉

教育・学習支援業

サービス業

その他

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

運輸業

卸売業・小売業

金融業・保険業

宿泊業・飲食サービス業

製造業

区　　分 計 ある ない

計

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００人以上

建設業

Ⅸ 病気休職・病気休業制度 

１  病気休職・病気休業制度（連続して１週間以上）の有無 

病気休職・病気休業制度のある事業所は、２７８事業所で５９．４％となっている。 

 

第２９表 病気休職・病気休業制度の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

２  病気休職・病気休業制度の利用期間 

病気休職・病気休業制度の利用期間をみると、「１ヶ月未満」が４７．９％と最も多く、次いで   

「１～３ヶ月未満」が２７．３％となっている。また、メンタルヘルス上の理由による利用期間を

みると、「３ヶ月～６ヶ月」が３４．２％と最も多くなっている。 

 

第３０表 病気休職・病気休業制度の利用期間別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 22 －

 

~ 22 ~ 

(人、％)

区　　分

計 76 (100) 12 (15.8) 24 (31.6) 26 (34.2) 5 (6.6) 1 (1.3) 8 (10.5)

９人以下 7 (100) 2 (28.6) 2 (28.6) 3 (42.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

１０～２９人 3 (100) 1 (33.3) 2 (66.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

３０～９９人 14 (100) 0 (0.0) 6 (42.9) 3 (21.4) 2 (14.3) 1 (7.1) 2 (14.3)

１００～２９９人 27 (100) 5 (18.5) 8 (29.6) 11 (40.7) 1 (3.7) 0 (0.0) 2 (7.4)

３００人以上 25 (100) 4 (16.0) 6 (24.0) 9 (36.0) 2 (8.0) 0 (0.0) 4 (16.0)

建設業 2 (100) 0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50.0)

製造業 25 (100) 0 (0.0) 10 (40.0) 6 (24.0) 2 (8.0) 1 (4.0) 6 (24.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 3 (100) 0 (0.0) 1 (33.3) 2 (66.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

情報・通信業 12 (100) 0 (0.0) 3 (25.0) 7 (58.3) 1 (8.3) 0 (0.0) 1 (8.3)

運輸業 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

卸売業・小売業 4 (100) 0 (0.0) 2 (50.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

金融業・保険業 6 (100) 2 (33.3) 0 (0.0) 4 (66.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

医療・福祉 7 (100) 4 (57.1) 1 (14.3) 1 (14.3) 1 (14.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 7 (100) 2 (28.6) 3 (42.9) 2 (28.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

サービス業 6 (100) 3 (50.0) 1 (16.7) 2 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 4 (100) 1 (25.0) 2 (50.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

12ヶ月以上利用者数 1ヶ月未満 1～3ヶ月 3～6ヶ月 6～10ヶ月 10～12ヶ月

第３１表  第３０表のうち、メンタルヘルス上の理由による期間別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

~ 21 ~ 

(人、％)

区　　分

計 330 (100) 158 (47.9) 90 (27.3) 46 (13.9) 17 (5.2) 4 (1.2) 15 (4.5)

９人以下 6 (100) 0 (0.0) 3 (50.0) 1 (16.7) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7)

１０～２９人 12 (100) 7 (58.3) 4 (33.3) 1 (8.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

３０～９９人 51 (100) 15 (29.4) 14 (27.5) 9 (17.6) 6 (11.8) 2 (3.9) 5 (9.8)

１００～２９９人 137 (100) 70 (51.1) 36 (26.3) 21 (15.3) 5 (3.6) 1 (0.7) 4 (2.9)

３００人以上 124 (100) 66 (53.2) 33 (26.6) 14 (11.3) 5 (4.0) 1 (0.8) 5 (4.0)

建設業 17 (100) 8 (47.1) 4 (23.5) 2 (11.8) 1 (5.9) 0 (0.0) 2 (11.8)

製造業 68 (100) 16 (23.5) 22 (32.4) 13 (19.1) 6 (8.8) 1 (1.5) 10 (14.7)

電気・ガス・熱供給・水道業 4 (100) 0 (0.0) 2 (50.0) 2 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

情報・通信業 17 (100) 3 (17.6) 5 (29.4) 7 (41.2) 1 (5.9) 0 (0.0) 1 (5.9)

運輸業 5 (100) 1 (20.0) 3 (60.0) 0 (0.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

卸売業・小売業 58 (100) 36 (62.1) 13 (22.4) 4 (6.9) 3 (5.2) 2 (3.4) 0 (0.0)

金融業・保険業 32 (100) 16 (50.0) 12 (37.5) 3 (9.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.1)

宿泊業・飲食サービス業 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

医療・福祉 86 (100) 62 (72.1) 12 (14.0) 8 (9.3) 2 (2.3) 1 (1.2) 1 (1.2)

教育・学習支援業 10 (100) 4 (40.0) 5 (50.0) 0 (0.0) 1 (10.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

サービス業 20 (100) 9 (45.0) 5 (25.0) 5 (25.0) 1 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他 13 (100) 3 (23.1) 7 (53.8) 2 (15.4) 1 (7.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

12ヶ月以上利用者数 1ヶ月未満 1～3ヶ月 3～6ヶ月 6～10ヶ月 10～12ヶ月

（事業所、％）

468 (100) 278 (59.4) 190 (40.6)

66 (100) 28 (42.4) 38 (57.6)

145 (100) 81 (55.9) 64 (44.1)

169 (100) 106 (62.7) 63 (37.3)

68 (100) 48 (70.6) 20 (29.4)

20 (100) 15 (75.0) 5 (25.0)

73 (100) 35 (47.9) 38 (52.1)

124 (100) 72 (58.1) 52 (41.9)

12 (100) 10 (83.3) 2 (16.7)

9 (100) 9 (100.0) 0 (0.0)

34 (100) 19 (55.9) 15 (44.1)

77 (100) 43 (55.8) 34 (44.2)

6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0)

8 (100) 3 (37.5) 5 (62.5)

21 (100) 15 (71.4) 6 (28.6)

18 (100) 12 (66.7) 6 (33.3)

57 (100) 34 (59.6) 23 (40.4)

29 (100) 20 (69.0) 9 (31.0)

※未回答　3事業所

医療・福祉

教育・学習支援業

サービス業

その他

電気・ガス・熱供給・水道業

情報・通信業

運輸業

卸売業・小売業

金融業・保険業

宿泊業・飲食サービス業

製造業

区　　分 計 ある ない

計

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００人以上

建設業

Ⅸ 病気休職・病気休業制度 

１  病気休職・病気休業制度（連続して１週間以上）の有無 

病気休職・病気休業制度のある事業所は、２７８事業所で５９．４％となっている。 

 

第２９表 病気休職・病気休業制度の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

２  病気休職・病気休業制度の利用期間 

病気休職・病気休業制度の利用期間をみると、「１ヶ月未満」が４７．９％と最も多く、次いで   

「１～３ヶ月未満」が２７．３％となっている。また、メンタルヘルス上の理由による利用期間を

みると、「３ヶ月～６ヶ月」が３４．２％と最も多くなっている。 

 

第３０表 病気休職・病気休業制度の利用期間別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 23 －

 

~ 23 ~ 

（事業所、％）

区　　分

計 463 (100) 294 (63.5) 168 (36.3) 1 (0.2)

９人以下 65 (100) 27 (41.5) 38 (58.5) 0 (0.0)

１０～２９人 145 (100) 81 (55.9) 63 (43.4) 1 (0.7)

３０～９９人 167 (100) 115 (68.9) 52 (31.1) 0 (0.0)

１００～２９９人 67 (100) 53 (79.1) 14 (20.9) 0 (0.0)

３００人以上 19 (100) 18 (94.7) 1 (5.3) 0 (0.0)

建設業 73 (100) 50 (68.5) 23 (31.5) 0 (0.0)

製造業 124 (100) 86 (69.4) 38 (30.6) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 7 (58.3) 5 (41.7) 0 (0.0)

情報・通信業 9 (100) 7 (77.8) 2 (22.2) 0 (0.0)

運輸業 32 (100) 22 (68.8) 10 (31.3) 0 (0.0)

卸売業・小売業 76 (100) 40 (52.6) 35 (46.1) 1 (1.3)

金融業・保険業 6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 3 (37.5) 5 (62.5) 0 (0.0)

医療・福祉 20 (100) 13 (65.0) 7 (35.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 18 (100) 14 (77.8) 4 (22.2) 0 (0.0)

サービス業 57 (100) 33 (57.9) 24 (42.1) 0 (0.0)

その他 28 (100) 13 (46.4) 15 (53.6) 0 (0.0)

※未回答　8事業所

計 よく知っている
聞いたことはある

がよく知らない
聞いたことがない

(事業所、％)

465 (100) 68 (14.6) 309 (66.5) 32 (6.9) 56 (12.0)

66 (100) 4 (6.1) 40 (60.6) 6 (9.1) 16 (24.2)

145 (100) 19 (13.1) 91 (62.8) 9 (6.2) 26 (17.9)

167 (100) 26 (15.6) 121 (72.5) 10 (6.0) 10 (6.0)

68 (100) 16 (23.5) 43 (63.2) 7 (10.3) 2 (2.9)

19 (100) 3 (15.8) 14 (73.7) 0 (0.0) 2 (10.5)

建設業 74 (100) 13 (17.6) 45 (60.8) 3 (4.1) 13 (17.6)

製造業 124 (100) 21 (16.9) 88 (71.0) 8 (6.5) 7 (5.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 1 (8.3) 6 (50.0) 2 (16.7) 3 (25.0)

情報・通信業 9 (100) 5 (55.6) 4 (44.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

運輸業 34 (100) 3 (8.8) 22 (64.7) 4 (11.8) 5 (14.7)

卸売業・小売業 74 (100) 6 (8.1) 52 (70.3) 5 (6.8) 11 (14.9)

金融業・保険業 6 (100) 2 (33.3) 3 (50.0) 1 (16.7) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 1 (12.5) 5 (62.5) 0 (0.0) 2 (25.0)

医療・福祉 20 (100) 2 (10.0) 17 (85.0) 1 (5.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 18 (100) 4 (22.2) 13 (72.2) 0 (0.0) 1 (5.6)

サービス業 57 (100) 6 (10.5) 38 (66.7) 5 (8.8) 8 (14.0)

その他 29 (100) 4 (13.8) 16 (55.2) 3 (10.3) 6 (20.7)

※未回答  6事業所

必要とは思わない わからない

３００人以上

区　　分 計 大いに必要あると思う 必要があると思う

計

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００人～２９９人

Ⅹ 特別調査「働き方改革」  

１ 「働き方改革」の認知度 

  「働き方改革」という言葉の認知度をみると、「よく知っている」と回答した事業所が６３．５％

と最も多く、次いで「聞いたことはあるがよく知らない」が３６．３％となっている。 
 

第３２表 「働き方改革」の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 「働き方改革」の必要性 

  「働き方改革」の必要性について聞いたところ、「必要があると思う」と回答した事業所が     

６６．５％と最も多く、次いで「大いに必要あると思う」が１４．６％となっている。 
 

第３３表  「働き方改革」の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 24 －

 

~ 24 ~ 

(人、％)

区　　分

計 463 (100) 191 (41.3) 95 (20.5) 79 (17.1) 66 (14.3) 32 (6.9)

９人以下 64 (100) 14 (21.9) 9 (14.1) 17 (26.6) 9 (14.1) 15 (23.4)

１０～２９人 144 (100) 45 (31.3) 29 (20.1) 31 (21.5) 29 (20.1) 10 (6.9)

３０～９９人 168 (100) 77 (45.8) 39 (23.2) 23 (13.7) 23 (13.7) 6 (3.6)

１００～２９９人 68 (100) 44 (64.7) 13 (19.1) 6 (8.8) 4 (5.9) 1 (1.5)

３００人以上 19 (100) 11 (57.9) 5 (26.3) 2 (10.5) 1 (5.3) 0 (0.0)

建設業 72 (100) 31 (43.1) 16 (22.2) 15 (20.8) 9 (12.5) 1 (1.4)

製造業 124 (100) 62 (50.0) 21 (16.9) 19 (15.3) 14 (11.3) 8 (6.5)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 2 (16.7) 6 (50.0) 3 (25.0) 1 (8.3) 0 (0.0)

情報・通信業 9 (100) 6 (66.7) 1 (11.1) 1 (11.1) 1 (11.1) 0 (0.0)

運輸業 34 (100) 13 (38.2) 8 (23.5) 4 (11.8) 6 (17.6) 3 (8.8)

卸売業・小売業 76 (100) 30 (39.5) 17 (22.4) 11 (14.5) 10 (13.2) 8 (10.5)

金融業・保険業 6 (100) 5 (83.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 3 (37.5) 3 (37.5) 1 (12.5) 1 (12.5) 0 (0.0)

医療・福祉 20 (100) 10 (50.0) 7 (35.0) 2 (10.0) 1 (5.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 18 (100) 7 (38.9) 3 (16.7) 4 (22.2) 3 (16.7) 1 (5.6)

サービス業 57 (100) 13 (22.8) 9 (15.8) 12 (21.1) 16 (28.1) 7 (12.3)

その他 27 (100) 9 (33.3) 4 (14.8) 6 (22.2) 4 (14.8) 4 (14.8)

※未回答　8事業所

計 取り組んでいる 取組を検討中
今後、取組を

検討する予定

取り組みたいが

現状では困難

取り組む予定は

ない

(人、％)

区　　分

計 198 (100) 136 (68.7) 155 (78.3) 106 (53.5) 71 (35.9) 95 (48.0) 39 (19.7) 65 (32.8) 4 (2.0)

９人以下 18 (100) 11 (61.1) 11 (61.1) 10 (55.6) 4 (22.2) 4 (22.2) 2 (11.1) 5 (27.8) 1 (5.6)

１０～２９人 47 (100) 28 (59.6) 36 (76.6) 25 (53.2) 23 (48.9) 27 (57.4) 8 (17.0) 12 (25.5) 2 (4.3)

３０～９９人 77 (100) 55 (71.4) 60 (77.9) 44 (57.1) 21 (27.3) 31 (40.3) 16 (20.8) 25 (32.5) 1 (1.3)

１００～２９９人 45 (100) 32 (71.1) 39 (86.7) 23 (51.1) 16 (35.6) 26 (57.8) 9 (20.0) 17 (37.8) 0 (0.0)

３００人以上 11 (100) 10 (90.9) 9 (81.8) 4 (36.4) 7 (63.6) 7 (63.6) 4 (36.4) 6 (54.5) 0 (0.0)

建設業 32 (100) 24 (75.0) 29 (90.6) 25 (78.1) 14 (43.8) 17 (53.1) 6 (18.8) 19 (59.4) 2 (6.3)

製造業 64 (100) 43 (67.2) 47 (73.4) 27 (42.2) 15 (23.4) 32 (50.0) 10 (15.6) 13 (20.3) 1 (1.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 3 (100) 3 (100.0) 3 (100.0) 2 (66.7) 0 (0.0) 2 (66.7) 0 (0.0) 2 (66.7) 0 (0.0)

情報・通信業 6 (100) 6 (100.0) 6 (100.0) 6 (100.0) 3 (50.0) 3 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

運輸業 15 (100) 10 (66.7) 11 (73.3) 4 (26.7) 3 (20.0) 4 (26.7) 3 (20.0) 4 (26.7) 0 (0.0)

卸売業・小売業 30 (100) 24 (80.0) 21 (70.0) 17 (56.7) 8 (26.7) 15 (50.0) 7 (23.3) 9 (30.0) 1 (3.3)

金融業・保険業 5 (100) 3 (60.0) 4 (80.0) 2 (40.0) 4 (80.0) 2 (40.0) 3 (60.0) 4 (80.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 3 (100) 3 (100.0) 1 (33.3) 2 (66.7) 2 (66.7) 3 (100.0) 2 (66.7) 2 (66.7) 0 (0.0)

医療・福祉 10 (100) 5 (50.0) 10 (100.0) 9 (90.0) 10 (100.0) 6 (60.0) 4 (40.0) 3 (30.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 8 (100) 4 (50.0) 7 (87.5) 5 (62.5) 6 (75.0) 2 (25.0) 3 (37.5) 1 (12.5) 0 (0.0)

サービス業 13 (100) 7 (53.8) 8 (61.5) 3 (23.1) 3 (23.1) 4 (30.8) 0 (0.0) 7 (53.8) 0 (0.0)

その他 9 (100) 4 (44.4) 8 (88.9) 4 (44.4) 3 (33.3) 5 (55.6) 1 (11.1) 1 (11.1) 0 (0.0)

計
長時間労働の

是正
休暇の取得

促進
働きやすい職
場環境の整備

育児・介護の
両立支援

仕事の進め方
の見直し

非正規労働者
の処遇改善

女性・若者の
人材育成

その他

３ 「働き方改革」の取組状況 

  「働き方改革」の取組状況をみると、「取り組んでいる」と回答した事業所が４１．３％と最も   

多く、次いで「取組を検討中」が２０．５％、「今後、取組を検討する予定」が１７．１％となって

いる。 

  また、「働き方改革」の取組内容をみると、「休暇の取得促進」が７８．３％と最も多く、次いで

「長時間労働の是正」が６８．７％となっている。 
 
第３４表  「働き方改革」の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３５表  「働き方改革」の取組内容（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 23 ~ 

（事業所、％）

区　　分

計 463 (100) 294 (63.5) 168 (36.3) 1 (0.2)

９人以下 65 (100) 27 (41.5) 38 (58.5) 0 (0.0)

１０～２９人 145 (100) 81 (55.9) 63 (43.4) 1 (0.7)

３０～９９人 167 (100) 115 (68.9) 52 (31.1) 0 (0.0)

１００～２９９人 67 (100) 53 (79.1) 14 (20.9) 0 (0.0)

３００人以上 19 (100) 18 (94.7) 1 (5.3) 0 (0.0)

建設業 73 (100) 50 (68.5) 23 (31.5) 0 (0.0)

製造業 124 (100) 86 (69.4) 38 (30.6) 0 (0.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 7 (58.3) 5 (41.7) 0 (0.0)

情報・通信業 9 (100) 7 (77.8) 2 (22.2) 0 (0.0)

運輸業 32 (100) 22 (68.8) 10 (31.3) 0 (0.0)

卸売業・小売業 76 (100) 40 (52.6) 35 (46.1) 1 (1.3)

金融業・保険業 6 (100) 6 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 3 (37.5) 5 (62.5) 0 (0.0)

医療・福祉 20 (100) 13 (65.0) 7 (35.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 18 (100) 14 (77.8) 4 (22.2) 0 (0.0)

サービス業 57 (100) 33 (57.9) 24 (42.1) 0 (0.0)

その他 28 (100) 13 (46.4) 15 (53.6) 0 (0.0)

※未回答　8事業所

計 よく知っている
聞いたことはある

がよく知らない
聞いたことがない

(事業所、％)

465 (100) 68 (14.6) 309 (66.5) 32 (6.9) 56 (12.0)

66 (100) 4 (6.1) 40 (60.6) 6 (9.1) 16 (24.2)

145 (100) 19 (13.1) 91 (62.8) 9 (6.2) 26 (17.9)

167 (100) 26 (15.6) 121 (72.5) 10 (6.0) 10 (6.0)

68 (100) 16 (23.5) 43 (63.2) 7 (10.3) 2 (2.9)

19 (100) 3 (15.8) 14 (73.7) 0 (0.0) 2 (10.5)

建設業 74 (100) 13 (17.6) 45 (60.8) 3 (4.1) 13 (17.6)

製造業 124 (100) 21 (16.9) 88 (71.0) 8 (6.5) 7 (5.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 1 (8.3) 6 (50.0) 2 (16.7) 3 (25.0)

情報・通信業 9 (100) 5 (55.6) 4 (44.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

運輸業 34 (100) 3 (8.8) 22 (64.7) 4 (11.8) 5 (14.7)

卸売業・小売業 74 (100) 6 (8.1) 52 (70.3) 5 (6.8) 11 (14.9)

金融業・保険業 6 (100) 2 (33.3) 3 (50.0) 1 (16.7) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 1 (12.5) 5 (62.5) 0 (0.0) 2 (25.0)

医療・福祉 20 (100) 2 (10.0) 17 (85.0) 1 (5.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 18 (100) 4 (22.2) 13 (72.2) 0 (0.0) 1 (5.6)

サービス業 57 (100) 6 (10.5) 38 (66.7) 5 (8.8) 8 (14.0)

その他 29 (100) 4 (13.8) 16 (55.2) 3 (10.3) 6 (20.7)

※未回答  6事業所

必要とは思わない わからない

３００人以上

区　　分 計 大いに必要あると思う 必要があると思う

計

９人以下

１０～２９人

３０～９９人

１００人～２９９人

Ⅹ 特別調査「働き方改革」  

１ 「働き方改革」の認知度 

  「働き方改革」という言葉の認知度をみると、「よく知っている」と回答した事業所が６３．５％

と最も多く、次いで「聞いたことはあるがよく知らない」が３６．３％となっている。 
 

第３２表 「働き方改革」の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 「働き方改革」の必要性 

  「働き方改革」の必要性について聞いたところ、「必要があると思う」と回答した事業所が     

６６．５％と最も多く、次いで「大いに必要あると思う」が１４．６％となっている。 
 

第３３表  「働き方改革」の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 25 －

 

~ 25 ~ 

(事業所、％)

区　　分

計 415 (100) 149 (35.9) 201 (48.4) 219 (52.8) 79 (19.0) 187 (45.1) 58 (14.0) 134 (32.3) 14 (3.4)

９人以下 52 (100) 12 (23.1) 23 (44.2) 27 (51.9) 10 (19.2) 20 (38.5) 7 (13.5) 16 (30.8) 2 (3.8)

１０～２９人 122 (100) 33 (27.0) 48 (39.3) 65 (53.3) 25 (20.5) 52 (42.6) 14 (11.5) 36 (29.5) 6 (4.9)

３０～９９人 156 (100) 63 (40.4) 83 (53.2) 85 (54.5) 31 (19.9) 78 (50.0) 24 (15.4) 57 (36.5) 2 (1.3)

１００～２９９人 65 (100) 32 (49.2) 35 (53.8) 30 (46.2) 6 (9.2) 28 (43.1) 10 (15.4) 18 (27.7) 3 (4.6)

３００人以上 20 (100) 9 (45.0) 12 (60.0) 12 (60.0) 7 (35.0) 9 (45.0) 3 (15.0) 7 (35.0) 1 (5.0)

建設業 65 (100) 24 (36.9) 37 (56.9) 36 (55.4) 20 (30.8) 30 (46.2) 8 (12.3) 34 (52.3) 1 (1.5)

製造業 108 (100) 41 (38.0) 48 (44.4) 61 (56.5) 15 (13.9) 54 (50.0) 18 (16.7) 26 (24.1) 2 (1.9)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 6 (50.0) 7 (58.3) 5 (41.7) 2 (16.7) 4 (33.3) 2 (16.7) 4 (33.3) 1 (8.3)

情報・通信業 9 (100) 5 (55.6) 3 (33.3) 4 (44.4) 2 (22.2) 6 (66.7) 1 (11.1) 3 (33.3) 0 (0.0)

運輸業 30 (100) 15 (50.0) 17 (56.7) 12 (40.0) 2 (6.7) 13 (43.3) 3 (10.0) 8 (26.7) 1 (3.3)

卸売業・小売業 69 (100) 19 (27.5) 33 (47.8) 31 (44.9) 15 (21.7) 30 (43.5) 8 (11.6) 18 (26.1) 3 (4.3)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 2 (33.3) 3 (50.0) 2 (33.3) 2 (33.3) 2 (33.3) 3 (50.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 1 (12.5) 4 (50.0) 4 (50.0) 2 (25.0) 3 (37.5) 4 (50.0) 4 (50.0) 1 (12.5)

医療・福祉 21 (100) 6 (28.6) 9 (42.9) 11 (52.4) 5 (23.8) 9 (42.9) 4 (19.0) 6 (28.6) 2 (9.5)

教育・学習支援業 17 (100) 7 (41.2) 9 (52.9) 8 (47.1) 4 (23.5) 7 (41.2) 2 (11.8) 5 (29.4) 2 (11.8)

サービス業 51 (100) 19 (37.3) 26 (51.0) 31 (60.8) 5 (9.8) 20 (39.2) 5 (9.8) 14 (27.5) 1 (2.0)

その他 19 (100) 6 (31.6) 6 (31.6) 13 (68.4) 5 (26.3) 9 (47.4) 1 (5.3) 9 (47.4) 0 (0.0)

回答事業所数
労働時間
の短縮

休暇の
取得促進

働きやすい職

場環境の整備

育児・介護の
両立支援

仕事の進め

方の見直し

非正規労働者

の待遇改善

女性の人材育

成
その他

４ 今後取り組みたいテーマ 

  「働き方改革」で今後新たに取り組みたい（検討したい）テーマを聞いたところ、「働きやすい職

場環境の整備」が５２．８％、次いで「休暇の取得促進」が４８．４％、「仕事の進め方の見直し」

が、４５．１％となっている。 

 

第３６表  「働き方改革」で今後新たに取り組みたい（検討したい）テーマ（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 26 －

 

~ 26 ~ 

(事業所、％)

区　　分

計 443 (100) 279 (63.0) 252 (56.9) 195 (44.0) 130 (29.3) 139 (31.4) 87 (19.6)

９人以下 57 (100) 29 (50.9) 20 (35.1) 13 (22.8) 15 (26.3) 14 (24.6) 8 (14.0)

１０～２９人 134 (100) 73 (54.5) 78 (58.2) 51 (38.1) 38 (28.4) 44 (32.8) 22 (16.4)

３０～９９人 165 (100) 116 (70.3) 98 (59.4) 77 (46.7) 56 (33.9) 50 (30.3) 34 (20.6)

１００～２９９人 67 (100) 45 (67.2) 44 (65.7) 39 (58.2) 15 (22.4) 22 (32.8) 17 (25.4)

３００人以上 20 (100) 16 (80.0) 12 (60.0) 15 (75.0) 6 (30.0) 9 (45.0) 6 (30.0)

建設業 70 (100) 49 (70.0) 46 (65.7) 27 (38.6) 25 (35.7) 25 (35.7) 17 (24.3)

製造業 119 (100) 72 (60.5) 65 (54.6) 49 (41.2) 33 (27.7) 31 (26.1) 25 (21.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 7 (58.3) 8 (66.7) 5 (41.7) 3 (25.0) 2 (16.7) 4 (33.3)

情報・通信業 9 (100) 6 (66.7) 6 (66.7) 5 (55.6) 3 (33.3) 4 (44.4) 2 (22.2)

運輸業 31 (100) 17 (54.8) 19 (61.3) 12 (38.7) 5 (16.1) 9 (29.0) 5 (16.1)

卸売業・小売業 72 (100) 42 (58.3) 38 (52.8) 34 (47.2) 26 (36.1) 20 (27.8) 16 (22.2)

金融業・保険業 6 (100) 1 (16.7) 4 (66.7) 5 (83.3) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 5 (62.5) 4 (50.0) 5 (62.5) 2 (25.0) 4 (50.0) 1 (12.5)

医療・福祉 21 (100) 14 (66.7) 14 (66.7) 12 (57.1) 7 (33.3) 8 (38.1) 5 (23.8)

教育・学習支援業 17 (100) 10 (58.8) 7 (41.2) 7 (41.2) 6 (35.3) 7 (41.2) 3 (17.6)

サービス業 54 (100) 38 (70.4) 32 (59.3) 26 (48.1) 16 (29.6) 18 (33.3) 5 (9.3)

その他 24 (100) 18 (75.0) 9 (37.5) 8 (33.3) 3 (12.5) 11 (45.8) 3 (12.5)

69 (15.6) 101 (22.8) 66 (14.9) 79 (17.8) 73 (16.5) 12 (2.7)

5 (8.8) 8 (14.0) 4 (7.0) 9 (15.8) 10 (17.5) 1 (1.8)

24 (17.9) 32 (23.9) 23 (17.2) 24 (17.9) 25 (18.7) 3 (2.2)

23 (13.9) 35 (21.2) 25 (15.2) 28 (17.0) 29 (17.6) 6 (3.6)

13 (19.4) 21 (31.3) 11 (16.4) 13 (19.4) 7 (10.4) 1 (1.5)

4 (20.0) 5 (25.0) 3 (15.0) 5 (25.0) 2 (10.0) 1 (5.0)

12 (17.1) 14 (20.0) 8 (11.4) 16 (22.9) 21 (30.0) 1 (1.4)

18 (15.1) 29 (24.4) 18 (15.1) 18 (15.1) 14 (11.8) 4 (3.4)

2 (16.7) 2 (16.7) 2 (16.7) 1 (8.3) 2 (16.7) 1 (8.3)

3 (33.3) 1 (11.1) 1 (11.1) 2 (22.2) 1 (11.1) 0 (0.0)

9 (29.0) 6 (19.4) 3 (9.7) 6 (19.4) 8 (25.8) 2 (6.5)

10 (13.9) 19 (26.4) 13 (18.1) 13 (18.1) 16 (22.2) 1 (1.4)

1 (16.7) 2 (33.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (16.7)

2 (25.0) 1 (12.5) 3 (37.5) 2 (25.0) 1 (12.5) 0 (0.0)

1 (4.8) 7 (33.3) 3 (14.3) 2 (9.5) 2 (9.5) 0 (0.0)

4 (23.5) 6 (35.3) 3 (17.6) 5 (29.4) 3 (17.6) 0 (0.0)

4 (7.4) 9 (16.7) 9 (16.7) 7 (13.0) 4 (7.4) 1 (1.9)

3 (12.5) 5 (20.8) 3 (12.5) 6 (25.0) 1 (4.2) 1 (4.2)

その他上段から続く→ 

回答事業所数
業務量に対する

適正要員の確保

従業員の意識改

革・理解促進

管理職の意識改

革・理解促進

取組方法、ノウハ

ウの不足

勤務管理の複雑

化や運用の負荷

取組についての

方針や目標の明

確化

インフラ整備や

制度導入のコス

ト負担

社内や従業員同

士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

の円滑化

職場内での進め

にくい雰囲気や

風土

就業規則や労使

協定の変更等手

続きの負荷

社内機運や取引

先の理解不足

５ 「働き方改革」に取り組むうえでの課題 

  取り組むうえでの課題を聞いたところ、「業務量に対する適正要員の確保」が最も多く６３．０％、

次いで「従業員の意識改革・理解促進」が５６．９％、「管理職の意識改革・理解促進」が４４．０％、

「勤務管理の複雑化や運用の負荷」が３１．４％となっている。 

 

第３７表  「働き方改革」に取り組むうえでの課題（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 25 ~ 

(事業所、％)

区　　分

計 415 (100) 149 (35.9) 201 (48.4) 219 (52.8) 79 (19.0) 187 (45.1) 58 (14.0) 134 (32.3) 14 (3.4)

９人以下 52 (100) 12 (23.1) 23 (44.2) 27 (51.9) 10 (19.2) 20 (38.5) 7 (13.5) 16 (30.8) 2 (3.8)

１０～２９人 122 (100) 33 (27.0) 48 (39.3) 65 (53.3) 25 (20.5) 52 (42.6) 14 (11.5) 36 (29.5) 6 (4.9)

３０～９９人 156 (100) 63 (40.4) 83 (53.2) 85 (54.5) 31 (19.9) 78 (50.0) 24 (15.4) 57 (36.5) 2 (1.3)

１００～２９９人 65 (100) 32 (49.2) 35 (53.8) 30 (46.2) 6 (9.2) 28 (43.1) 10 (15.4) 18 (27.7) 3 (4.6)

３００人以上 20 (100) 9 (45.0) 12 (60.0) 12 (60.0) 7 (35.0) 9 (45.0) 3 (15.0) 7 (35.0) 1 (5.0)

建設業 65 (100) 24 (36.9) 37 (56.9) 36 (55.4) 20 (30.8) 30 (46.2) 8 (12.3) 34 (52.3) 1 (1.5)

製造業 108 (100) 41 (38.0) 48 (44.4) 61 (56.5) 15 (13.9) 54 (50.0) 18 (16.7) 26 (24.1) 2 (1.9)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 6 (50.0) 7 (58.3) 5 (41.7) 2 (16.7) 4 (33.3) 2 (16.7) 4 (33.3) 1 (8.3)

情報・通信業 9 (100) 5 (55.6) 3 (33.3) 4 (44.4) 2 (22.2) 6 (66.7) 1 (11.1) 3 (33.3) 0 (0.0)

運輸業 30 (100) 15 (50.0) 17 (56.7) 12 (40.0) 2 (6.7) 13 (43.3) 3 (10.0) 8 (26.7) 1 (3.3)

卸売業・小売業 69 (100) 19 (27.5) 33 (47.8) 31 (44.9) 15 (21.7) 30 (43.5) 8 (11.6) 18 (26.1) 3 (4.3)

金融業・保険業 6 (100) 0 (0.0) 2 (33.3) 3 (50.0) 2 (33.3) 2 (33.3) 2 (33.3) 3 (50.0) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 8 (100) 1 (12.5) 4 (50.0) 4 (50.0) 2 (25.0) 3 (37.5) 4 (50.0) 4 (50.0) 1 (12.5)

医療・福祉 21 (100) 6 (28.6) 9 (42.9) 11 (52.4) 5 (23.8) 9 (42.9) 4 (19.0) 6 (28.6) 2 (9.5)

教育・学習支援業 17 (100) 7 (41.2) 9 (52.9) 8 (47.1) 4 (23.5) 7 (41.2) 2 (11.8) 5 (29.4) 2 (11.8)

サービス業 51 (100) 19 (37.3) 26 (51.0) 31 (60.8) 5 (9.8) 20 (39.2) 5 (9.8) 14 (27.5) 1 (2.0)

その他 19 (100) 6 (31.6) 6 (31.6) 13 (68.4) 5 (26.3) 9 (47.4) 1 (5.3) 9 (47.4) 0 (0.0)

回答事業所数
労働時間
の短縮

休暇の
取得促進

働きやすい職

場環境の整備

育児・介護の
両立支援

仕事の進め

方の見直し

非正規労働者

の待遇改善

女性の人材育

成
その他

４ 今後取り組みたいテーマ 

  「働き方改革」で今後新たに取り組みたい（検討したい）テーマを聞いたところ、「働きやすい職

場環境の整備」が５２．８％、次いで「休暇の取得促進」が４８．４％、「仕事の進め方の見直し」

が、４５．１％となっている。 

 

第３６表  「働き方改革」で今後新たに取り組みたい（検討したい）テーマ（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 27 －

 

~ 27 ~ 

（事業所、％）

区　　分

計 413 (100) 176 (42.6) 194 (47.0) 34 (8.2) 82 (19.9) 72 (17.4) 164 (39.7) 14 (3.4) 47 (11.4) 96 (23.2) 16 (3.9)

９人以下 51 (100) 21 (41.2) 23 (45.1) 4 (7.8) 9 (17.6) 9 (17.6) 14 (27.5) 1 (2.0) 4 (7.8) 10 (19.6) 1 (2.0)

１０～２９人 121 (100) 45 (37.2) 54 (44.6) 10 (8.3) 28 (23.1) 18 (14.9) 47 (38.8) 3 (2.5) 19 (15.7) 25 (20.7) 3 (2.5)

３０～９９人 159 (100) 68 (42.8) 68 (42.8) 12 (7.5) 27 (17.0) 30 (18.9) 67 (42.1) 8 (5.0) 14 (8.8) 35 (22.0) 9 (5.7)

１００～２９９人 63 (100) 30 (47.6) 36 (57.1) 6 (9.5) 12 (19.0) 12 (19.0) 30 (47.6) 2 (3.2) 8 (12.7) 19 (30.2) 3 (4.8)

３００人以上 19 (100) 12 (63.2) 13 (68.4) 2 (10.5) 6 (31.6) 3 (15.8) 6 (31.6) 0 (0.0) 2 (10.5) 7 (36.8) 0 (0.0)

建設業 69 (100) 26 (37.7) 34 (49.3) 11 (15.9) 13 (18.8) 13 (18.8) 25 (36.2) 3 (4.3) 8 (11.6) 20 (29.0) 4 (5.8)

製造業 107 (100) 50 (46.7) 49 (45.8) 12 (11.2) 18 (16.8) 15 (14.0) 51 (47.7) 3 (2.8) 15 (14.0) 19 (17.8) 4 (3.7)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (100) 8 (66.7) 4 (33.3) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 2 (16.7) 3 (25.0) 1 (8.3)

情報・通信業 9 (100) 2 (22.2) 6 (66.7) 1 (11.1) 2 (22.2) 2 (22.2) 5 (55.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (22.2) 0 (0.0)

運輸業 28 (100) 9 (32.1) 15 (53.6) 1 (3.6) 6 (21.4) 7 (25.0) 13 (46.4) 2 (7.1) 3 (10.7) 3 (10.7) 2 (7.1)

卸売業・小売業 68 (100) 21 (30.9) 27 (39.7) 4 (5.9) 21 (30.9) 15 (22.1) 29 (42.6) 1 (1.5) 6 (8.8) 17 (25.0) 1 (1.5)

金融業・保険業 6 (100) 2 (33.3) 5 (83.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 1 (16.7) 0 (0.0) 2 (33.3) 0 (0.0)

宿泊業・飲食サービス業 7 (100) 1 (14.3) 2 (28.6) 1 (14.3) 0 (0.0) 1 (14.3) 4 (57.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (14.3) 0 (0.0)

医療・福祉 20 (100) 14 (70.0) 11 (55.0) 1 (5.0) 7 (35.0) 3 (15.0) 7 (35.0) 2 (10.0) 4 (20.0) 4 (20.0) 0 (0.0)

教育・学習支援業 17 (100) 7 (41.2) 7 (41.2) 1 (5.9) 2 (11.8) 3 (17.6) 7 (41.2) 1 (5.9) 4 (23.5) 6 (35.3) 1 (5.9)

サービス業 47 (100) 23 (48.9) 22 (46.8) 1 (2.1) 10 (21.3) 6 (12.8) 8 (17.0) 0 (0.0) 5 (10.6) 12 (25.5) 3 (6.4)

その他 23 (100) 13 (56.5) 12 (52.2) 1 (4.3) 2 (8.7) 7 (30.4) 13 (56.5) 1 (4.3) 0 (0.0) 7 (30.4) 0 (0.0)

労務管理等

を相談できる

専門家の派

遣

回答事業所

数

セミナー・研

修会の実施

取組事例の

紹介

先進企業の

視察

仕事の進め

方の見直し

支援

取り組む企

業に対する

助成制度

取り組む企

業に対する

表彰

地域等にお

けるｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ（休暇促進

等）の実施

社内の改革

をリードする

社員の養成

その他

６ 必要な行政支援 

  「働き方改革」に取り組むための必要な行政支援を聞いたところ、「取組事例の紹介」と回答した

事業所が４７．０％と最も多く、次いで「セミナー・研修会の実施」が４２．６％、「取り組む企業

に対する助成制度」が３９．７％、「社内の改革をリードする社員の養成」が２３．２％となって   

いる。 

 

第３８表 「働き方改革」に取り組むための必要な行政支援（複数回答） 

 

 

 

 

 


